
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 19 年 9 月 

.  

 

      近近近隣隣隣トトトラララブブブルルル解解解決決決セセセンンンタタターーー   ・・・   設設設立立立企企企画画画書書書   

Mediation Center for Neighbors Conflict Resolution 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

政策の名称 近隣トラブル解決センターの設立

政策の内容・
目的

　一般市民をボランティア調停員として活用し、地域住民に無料でトラブ
ル解決の調停プロセスを提供するための、市または県が管理運営する解決
センターの設立。

＜社会現状＞
　米国等では、近隣のトラブルを、訴訟ではなく当事者自らの話し合いで
迅速に解決する社会システムが既に３０年前から成立している。我が国に
はこのような身近なトラブルを早期に解決する社会システムが存在しな
い。

＜緊急性＞
　近隣トラブルは5年で2倍と急激な増加傾向を示すが、我が国に解決の社
会システムが存在しないため、その歪が様々な形で社会に噴出している。
今後の状況悪化も見据え、早急な対応が必要である。

＜公益性＞
　近隣トラブルは生活の質を破壊するものであり、この解決システムを社
会的に整備することは、住民サービスの重要項目である。トラブルは個人
の問題であるが、解決システムの整備は行政の責務である。

＜解決の効率性＞
　近隣トラブルの解決には当事者の話し合いが不可欠であり、その場に
は、解決のための調停の理論と技法を身につけた調停員が必要である。こ
のプロセス（米国式現代調停）により、トラブルを効率的に解決できる。

＜業務の効率性＞
　市民からボタンティア調停員を募り活用することで、従来の何倍ものト
ラブル、苦情処理が可能となるとともに、兼任の自治体苦情担当者が本来
の行政業務に専念でき、業務の効率化、業務の拡大に繋がる。

連成効果等
　高齢者・退職者の社会活動の促進、地域コミュニティの再生、市民の行
政依存体質からの脱却などの社会的効果、効用が期待できる。

その他
　近隣トラブル解決センターは、米国のＮＪＣ（Neighborhood Justice
Center）がモデルであり、このＮＪＣは地域の紛争処理団体として十分な
実績と社会的な評価を得ている。

予算額
　詳細は不明であるが、人件費をベースに投下予算以上の大幅な経済効果
が期待できる。

提案者

提出月日 2007年（平成19年）　○○月　○○日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　政 策 提 案 書

政策の必要性

効率性
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第１章 近隣トラブル解決センターの設立について 
     （MCNCR ： Mediation Center for Neighbors Conflict Resolution） 

 
 近隣同士のトラブルは極めて深刻である。日々の生活がそのまま軋轢の時間に変わるからで

あり、解決が長引けばそのストレス計り知れないものとなる。ストレスが昂じれば、僅かな言

い争いでも、それをトリガーとして殺人事件や傷害事件も発生する。近隣トラブルは、こじれ

る前に速やかに解決しなければならないのである。解決の要点はトラブルの当事者が胸襟を開

いて話し合うことであり、それを実現するためにはトラブル処理のトレーニングを十分に積ん

だ有能な仲介者が不可欠である。しかし、我が国には、このような身近なトラブルを速やかに

解決するためのシステムは存在しない。そして、その影響は様々な形で社会の中に噴出してき

ている。 
 ここで提案するのは、市民ボランティアを調停員として活用する近隣トラブル解決センター

の設立である。米国ではこのような司法センター（ＮＪＣ：Neighborhood Justice Center）
がすでに多く存在し、地域の住民に無料で調停サービスを提供し、近隣トラブルの解決に効果

を挙げている。このシステムを我が国にも導入し、各地の自治体に解決センターを設立するこ

とにより、近隣トラブルを速やかに解決できる社会システムを構築しようというものである。

良いもので必要なものは、模倣追従のそしりなど気にせず、臆することなく導入すべきである。 
 
 近隣トラブル解決センターの骨子を纏めると以下のようになる。 
1）公的紛争解決機関 

 近隣トラブル解決センターは、地域の自治体が設置し運営する。 
2）近隣トラブルの処理 
   解決センターは、公害苦情以外の近隣トラブルの解決を担う。 
3）米国式現代調停による解決 
   トラブル解決手段は、win-win resolution を目指す米国式現代調停の技法による。 
4）ボランティア調停員の活用 

調停は市民ボランティアが担当し、所定のトレーニングを受けてこれにあたる。 
5）無料の住民サービス 

解決のための調停プロセスは、地域の住民に無料で提供される。  
 
次ページ以後にその詳細を述べる。 

 

近隣トラブル解決センターのシンボルマーク案 
（当事者と調停者が同席で解決のための 

話し合いを行うことを表している） 

(注) mediation は日本では一般的に調停と訳される。しかし、

米国のそれは同席で行われる米国式現代調停を示し、日本の裁判

所の調停とは大きく異なる。同様に、conciliation は、当事者と

個別に相談し解決するシステムであるが、日本語では和解とな

り、訴訟上の和解と誤解される危険性もある。このような点から

本書では、センターの名称では、法律的性格をはずして解決セン

ター、プロセスでは米国式現代調停という意味で調停という言葉

をそのまま使用している。 
また、この調停技法に関して「自主交渉援助型調停」と呼ぶ向

きもあるが、ここでは出自を明確とするため「米国式現代調停」

を用いている 
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２章 近隣トラブルの現状と課題 

2.1 近隣トラブルの解決 

(1) 近隣トラブルはだれにも起こる 

 近隣トラブルが拗れた時の悲惨さは、テレビのニュースやワイドショーなどの多くの事例で

誰もが十分に承知している。しかし、一旦その当事者になると、行き先が分かっているはずの

最悪の轍の跡を辿って、どうしようもない憎悪の深み、紛争の泥沼に落ち込んでしまうのであ

る。これは、その人の賢愚によるものではない。例え教育レベルの高い自制的な人であっても、

この呪縛からは逃れられない。 
人間の４大本能は、食欲、生殖、闘争、攻撃であると言われている。これらは全て、人間が

種として生き延びるために不可欠な本能であり、人間が動物である以上、根源的に備わった性

質なのである。自分以外の他の存在と何らかの利害関係や軋轢が生じた場合、その外敵に対す

る闘争と攻撃の芽はどのような人にも生じてくる。短絡的な攻撃に出るか、用意周到、十分に

考慮された策略によるかは人により違いはあるものの、その心の中に芽生えた憎悪の炎は、人

を選ばず燃え広がってゆく。 
 近隣トラブルは一部の短気で協調性のない人達だけが起こすものなどと考えてはならない。

未だに世界から戦争がなくならない現実を見れば分るとおり、紛争には引くに引けない様々な

状況が絡みあう。愚かと分っていてもやり続けなければ収まらない強い衝動が働き、一旦その

泥沼に足を踏み入れれば、容易に抜け出すことが出来なくなる。近隣トラブルは決して他人事

ではないのである。そのような逃れがたい状況に陥らないために、冷静沈着な第三者がトラブ

ルの解決を手助けするシステムが不可欠なのである。 
 
(2) 近隣トラブルの解決手段 

 本書が標榜する近隣トラブル解決センターの解決手段は、後に詳述するが“米国式現代調停”

と呼ばれるものである。その目指すものは win-win resolution であり、トラブルの当事者が

問題解決のために互いに譲歩したり、我慢するといった fifty-fifty の解決ではなく、face to 
face で徹底的に話し合い、双方ともに満足できる解決策を見つけ出そうというものである。

この例として、よく挙げられるのが下図に示す“オレンジの例”である。一つのオレンジを姉

妹が奪いあっている。両方とも半分では駄目で１個必要であると譲らないが、よく話をしてみ

ると、姉はオレンジが食べたいのであるが、妹はケーキ作りに皮が必要であることが分り、そ

れらを分け合ってお互いが満足し、トラブルが解決したというものである。これが win-win  
 
 
 
 
 
 
 
 

図-2.1 交渉による解決例（調停人養成教材・基礎編より。経済産業省）  
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resolution であるというのだが、こんな都合のいい話が世の中にそんなにあるはずがないこと

は誰しもが感じるであろう。実際のトラブルはこんなに簡単では決してなく、一般的には、両

方ともが１個食べたいという方がよほど多いであろう。しかし、話し合いがなくてはトラブル

は絶対に解決しない。これは、最も基本的な事実である。 
 

(3) 近隣トラブルの事例などについて 

 図 2-2 は、日本全国の 777 市（東京 23 区含む）の市役所・騒音苦情担当者にアンケート調

査を行った結果の一部ですが、犬の鳴き声などの新たなトラブルが急増していることが伺える。 
近隣トラブルの実例や、それが発展して事件に繋がった例は、橋本典久著『近所がうるさい！ 

騒音トラブルの恐怖』（ベスト新書）や、同じく『2 階で子どもを走らせるなっ！ 近隣トラブ

ルは「感情公害」』（光文社新書）に多く紹介されているので、解決法を考える材料としてご参

照頂ければと思う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図-2.2 市の苦情担当者へのアンケート調査結果 
        (八戸工大・橋本研究室調べ、文献 14)  

 

 

4) 解決センターの必要性 

近隣トラブルは米国でも多く見られる。しかし、発生したトラブルの処理に関しては、日本

と米国では大きな違いがあり、我が国では泥沼の状況に陥ることも珍しくはない。有名なとこ

ろでは、近隣とのトラブルで嫌がらせに CD ラジカセを昼夜の別なく数年間鳴らし続けた、奈

良県平群町の“騒音おばさん”の事件があるが、被害者側は睡眠障害やストレスで体調を壊し、

防音設備に数百万円もの費用をかけた。騒音おばさんの方は、傷害罪で逮捕され、最高裁まで

争ったが懲役１年８ヶ月の実刑判決を受けた。両方にとって全く不幸な結末であり、これは明

らかに、win-win resolution とは程遠く、まさに lose-lose の結末である。このような事例は

我が国では特異な事例ではなく、その一年前にも同様な事件が発生し、こちらも傷害罪で懲役

1 年の実刑を受けている。それ以前にも、同様な事例は多く発生しており、わが国での近隣ト

ラブルの代表的な不毛な結末となっている。  
 米国ではかなり様子が異なる。米国に紛争解決の取材に行ったとき、視察先の近隣司法セン

ター（近隣紛争を米国式現代調停で解決している組織。詳細は後述）の担当者に“騒音おばさ

ん”のテレビ映像を見てもらった。2 階の窓で布団を叩きながら「引越し！ 引越し！」と怒鳴
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っている、鬼のような形相をしたおばさんの映像である。センターの担当者は、米国でも近隣

トラブルは大変多いが、殆どはここまで状況が悪化する前に調停で解決すると事も無げに言い

切った。むしろ、このような状況が生じていること自体が不思議であるという様子であった。 
 理由の詳細は分らないが、おばさんは近隣への強い憤懣を抱えていた。しかし、この不満の

表明の仕方が余りにも稚拙であったのである。もし仮に、米国の近隣司法センターのような組

織が日本の各地に設置されていたなら、被害者も、それから“騒音おばさん”もこのような悲

惨な結末を迎えなかったかも知れない。近隣との関係が良好に保たれ、平穏な人生を送ってい

たかもしれない。ある意味、騒音おばさんも 1 人の被害者といえるのではないだろうか。 
近隣トラブルで多くの事件が発生している。我が国に近隣トラブルを解決する社会システム

が存在しないために、多くの人生が損なわれていることを考えなければならない。 
 
2.2 我が国での近隣トラブルの現況 

 ここでは改めて、我が国における近隣トラブルの現況とその解決システムについて、統計デ

ータをもとに確認する。 

 

(１) 近隣トラブルの発生件数と自治体の対応 

 我が国では、住民の苦情といえば公害関係のものが中心に考えられ、統計データも公害苦情

件数として発表されている。日本全国の自治体に寄せられた、いわゆる典型７公害と呼ばれる

ももの苦情件数は年間約 6～７万件であり、これに廃棄物などの公害苦情を含めた総数は、表

2-1 に示すように約 10 万件となるが、ここ数年は大きな変化はない。 
 一方、近隣トラブルに直接係わる苦情の件数はどのような状況であろうか。図-2.3 は公害等

調整委員会が纏めた、地方公共団体に寄せられた家庭生活に関する苦情件数の推移である。こ

の図からも分るように、近隣トラブルに係わる苦情件数は増加の一途を辿って折り、この 5 年 
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図-2.3 家庭生活に関する地方公共団体への苦情件数 
（平成 16 年度・公害等調整委員会年次報告） 

表 2-1 地方公共団体に寄せられた公害関係の苦情件数（平成 17 年度・総務省統計局） 

年度（平成） 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

公害苦情件数
（総数）

91,299 85,012 93,257 104,206 105,110 107,946 101,530
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間では 2 倍近くに増えている。これは驚異的な増加傾向であるといえる。 
また、警察に寄せられる苦情件数も全国で 5 万件程度にのぼると推定されるが、この内容は

圧倒的に騒音苦情が多い。過去の資料では、苦情４万８千件のうち騒音が４万７千件（97％）

であり、これらも殆どが近隣トラブルと言えるであろう。また、警察や自治体にまでは上がっ

てこないが重大なトラブル件数を含めると、その総数は図－2.3 などの数値の数倍にのぼるこ

とであろう。概ね、公害等の苦情件数に相当する 10 万件近くに及ぶものと考えられる。 
地方自治体における苦情を処理する体制は、公害苦情相談員と呼ばれる職員が 2313 人（専

任 107 人、兼任 2206 人）であり、その他、苦情処理に係わる職員が 9500 人、併せて約 1 万

2000 人が処理を担当する人員となる。平均すれば、公害苦情に関しては１人当たり年間８件

を処理する勘定となり、この件数自体は決して過剰な数値ではない。したがって、近隣トラブ

ルへの対処も容易かというとそうではない。近隣トラブル、近隣苦情に関しては、後述するよ

うに、解決のための十分な体制が採られているとは決していえない状況にある。 
 

(2) 我が国での近隣トラブル処理 

 近隣トラブルが発生した場合、我が国ではどのような対処がとられるであろうか。主なもの

を挙げると、以下のようになるであろう。 
 ① 直接、相手に話をしに行く（苦情を言いにゆく）。 
 ② 自治会あるいはマンションの管理組合などに相談する。 
 ③ 市や町の役所の担当課（環境課、公害課など）に対応を依頼する。 
 ④ 警察に届けて、警告や指導をしてもらう。 
 ⑤ 弁護士や法テラスなどに相談し、訴訟など法的な対処をとる。 
以上のように、一見多様な対応があるようにみえるが、このような対処で、近隣トラブルは十

分に解決に導けるであろうか。前の＜トラブル事例＞で見たように、これらの何れの場合でも、

トラブルが解決に至らない場合が殆どである。それは、トラブル解決のための本質的な要点が

押さえられていないためである。 
 我が国でのトラブル処理の現状を簡単に模式図で示すと図-2.4 の通りとなる。多少のバリエ 

  

当事者Ｂ トラブル発生当事者Ａ

市職員　　　　警察官

（訴え） （注意、警告）

  
 
 
 
 
 

図-2.4 我が国における近隣トラブルへの対応  
表-2.2 警察におけるトラブル処理の実情  

 - 5 - 

 
 
 
 
 
 

表-２ Ａ県にお 警察によ 情処理状 年間集計ける る苦 況（ ） 

話し合い解決 警告 措置不能 検挙 その他

苦情件数 337 16 279 29 4 9

全体比率 .7% .7% .6% .2% 2.7%

内容 全体
処理状況

- 4 82 8 1

＊警告のみ、措置不能が 9 割を占める 
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ションはあるにしても、基本的にはこの形のみである。これは後の近隣トラブル解決センター

のシステム（P-24）との比較としてみると、その不十分さが痛感できるものであり、これらが 
トラブルの解決比率の低さに繋がっている。1 例として、表-2.2 に某県の警察に寄せられた

苦情の処理状況を示しておく。警告のみや措置不能の比率は 9 割にものぼり、十分な解決に至

っていない状況が歴然と見て取れる。他県においてもこれはほぼ同様の状況であろう。警告だ

けではトラブルは解決しないことは、「騒音おばさん」の事例をみても明らかであろう。 
重大な事件にも繋がりかねない近隣トラブルの解決に関しては、解決のための新しい社会シ

ステムが必要であり、本書で提案する近隣トラブル調停センターは、その社会的な要請に答え

られるシステムである。 
 
2.3 近隣トラブル解決のための要点 

近隣トラブルの解決のためには何が要点として求められるかを考える。その上で、近隣トラ

ブル解決センターの設置意義を改めて確認する。 
 

a) 両者ともに満足できる解決策が必ずあることを啓蒙する 

 紛争の渦中にいる人は、今の戦いより他にとるべき手段はないと感じている。この状態では、

トラブルの解決は無理である。解決のためには、当事者の視点を変えさせることが必要である。

すなわち、闘争、攻撃が本能であるなら、トラブルが生じた場合にはその本能を押さえうる策

が必要である。相手との闘争を押さえ込める解決策とは、唯一、双方の満足感である。飽食の

ライオンは獲物を追わないように、満足のいく解答だけが攻撃の鉾を収めさせる。お互いに満

足の行く win-win resolution が求められる所以である。このような解決策が必ず存在する、

またはあるかも知れないと当事者に感じてもらうことが、解決のためのスタートである。これ

は、当事者の話し合いの中で徐々に生まれてくるというものではなく、社会的システムとして

成立していることが広く啓蒙されていることが必要である。そのシステムが解決センターであ

り、信頼性を担保する公的性格と実効性の社会的評価を得た機関として、その存在が広く知ら

れていることが必要である。そのことが当事者の視点を変えさせる大前提となるのである。 
 
ｂ) トラブル初期の段階で解決に取り組む 

 紛争の心理的な段階として、怒り(Anger)、敵意(Hostility)、攻撃性(Aggressiveness)の 3 段

階があると言われている。怒りから敵意の発生、あるいは敵意から攻撃性の発生へとトラブル

の心理はステップアップしてゆく。トラブルの解決の要点は、これらの段階のうち、出来るだ

け早い段階で解決に取り組むことである。泥沼のトラブルに陥る当事者というのは、一般的に、

不満の表明を適切に行うことが苦手である。理路整然と不満を表明する人にはストレスは溜ま

りにくい。表明できないために鬱々とした感情が蓄積され、それが相手への怒りや敵意を増幅

し、闘争、攻撃へと突き進んでゆくのである。このように、こじれにこじれてしまってからで

は、容易に後戻りは出来ない。解決のためには、トラブルの早い段階で不満の内容を表明し、

相手に伝えることが必要である。伝えること自体が心理的なカタルシスにもなる。したがって、

早期の段階で不満を相手に伝えるための場が必要なのである。 
 現在の我が国のような、苦情を自治体や警察に言い述べるだけのシステムでは、近隣トラブ

ルは解決できない。拗れる前の早い段階で、これらの不平不満を掬い上げるシステムが必要で
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ある。すなわち、仲介者が必要なのである。また一般的に、近隣に対する不平不満を持つ人は、

自分が被害者だと思っている。したがって、被害者の自分が有料のシステムを利用して問題を

解決しようとは思わない。そのため、早期に近隣トラブルを掬い上げるためには、無料で提供

される解決の場が必要である。そのような場があれば、トラブルを早期に解決に繋げることが

できる。 
 

ｃ) トレーニングを受けた人が仲介する 

 紛争の仲介には高度な技術が要求される。したがって、調停者はその専門的なトレーニ

ングを受け、紛争処理の理論や技法を十分に修得した人でなくてはならない。残念ながら、

現在の裁判所の調停者は、大学教授や弁護士、その他の識者など専門家ではあっても、こ

のような調停技法の専門的なトレーニングを受けて修了した人ではない場合が殆どであ

る。例えば、話し合いの場の大前提は公平であるが、ほんの僅かな不公平感も両当事者に

持たせないことだけでも大変な技術が必要である。まして、ルールに則った話し合いをすす

め、更には、本人が意識していない部分までも含めて、紛争の背後にある心理的な要素を見つ

け出し、それをヒントに話し合いを解決の方に導いてゆく（解決案を提案するのではない）の

は、大変な技術である。トラブルが解決するかどうかは、ひとえに、この調停者の技量による

ところが大きいが、現在の我が国の紛争処理のシステムでは、この点は必ずしも十分ではない。

すなわち、“米国式現代調停”の技法は、紛争解決に不可欠であるといえる。 

 
これらの解決のための要点を鑑みる時、本書で提案する近隣トラブル解決センターの存在意

義が改めて確認されることと思う。これに併せ、調停員を市民ボランティアが担うと言うこと

には、更に大きな社会的な効果効用がある。これについては、第５章において詳述している。 
このような解決システムは、米国をはじめとして英国やオーストラリア、その他で既に広く

定着しているが、我が国では未だ存在しない。各地の自治体に解決センターが設置され、それ

が広く認知されるようになれば、現在の近隣トラブルのありようは確実に変化するといえる。 
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第３章 先進事例、ＮＪＣと米国式現代調停 

 近隣トラブル解決センターのモデルは、米国のＮＪＣ（Neighborhood Justice Center）と

いう組織である。この組織の概要と、現地におけるセンターの視察調査結果について述べる。

視察結果の詳細部分の多くは、近隣トラブル解決センターの設立企画内容と直接的に関連する

ものである。 

 

3.1 米国におけるＮＪＣ （Neighborhood Justice Center）の成立と展開 

＜ＮＪＣの成立＞ 

近隣紛争の紛争処理システムに関して米国は先進的である。人種問題に起因する紛争の多発

という状況を抱える国として、必然の成り行きであったのであろうが、その紛争解決の中心と

なっているのが全米各地に設置されているＮＪＣ（Neighborhood Justice Center、近隣司法

センター）である。１９７７年に、裁判所に代わる紛争処理機関として司法省が試験的に設立

し、合意率の高さによりその有効性が認められて全米各地で作られるようになった地域の紛争

処理団体である。アメリカでは、小額裁判所というのが都市型の小額訴訟の処理機関として設

けられているが、これが一般人に対する取立て裁判所と化しているという反省のもとで、新し

い概念、すなわち調停に基づく前置処理システムが模索され、その結果、出来上がってきたも

のがＮＪＣである。ＮＪＣが取り扱うのは、近隣での紛争、消費者トラブル、家主と借主間の

争議などの他、ルームメート同士や学生と教師間、親子間の争いなどの個人的な争いなどであ

る。内容は、①損害賠償問題、②騒音問題、③契約不履行問題、④ハラスメント、⑤ペット苦

情などであり、これらの紛争を訴訟外で効率的かつ効果的に解決しようというものである。 
＜米国式現代調停＞ 

解決の方法は、基本的に当事者の自主的な議論を尊重し、これをサポートするというもので

ある。すなわち、報復的な解決システム（retributive system）ではなく、関係修復型のシス

テム（restorative system）として、当事者間の自由な意見交換により相互理解を深め、敵対 
(confrontation) から和解 (conciliation) への変換を目指そうというものである。ＮＪＣは紛

争の調停者として、公平中立的な第三者の立場から、解決の場と助言を提供するといったスタ

ンスであり、これにより、両者の関係を悪化させることなく円満に問題を処理することを目指

すシステムである。この手法が、いわゆる「米国式現代調停」と呼ばれるものであり、この要

点は後述されている。 
＜ボランティアの活用＞ 

これらの処理は mediation、日本語で表せば調停と呼ばれるが、日本の調停のように第三者

として調停案を両者に提示するというようなことは殆どなく、日本とは全く異なるプロセスで

ある。このようなＮＪＣの処理には、調停トレーニングを受けたスタッフがあたるが、このス

タッフは民間ボランティアが中心であり（全てボランティアという組織もある）、調停の料金

は無料である（一部有料の所も存在する）。 
ＮＪＣの解決プロセスは、当事者の話し合いによる状況改善のための相互理解が目標である

ため、法律的な処置は全くといって必要ない。したがって、法律知識を持たない民間のボラン

ティアでも十分に紛争の解決が可能となるのである。すなわち、米国式現代調停という紛争処 
 



理プロセスが、ボランティアを活用したＮＪＣの存在を成り立たせているわけであり、これは

重要な点である。因みに、あるＮＪＣの担当者によれば、米国では、調停に関しては法律家が

優れた仕事をするとは考えられていないということである。弁護士などは、こうしなさいとい

うようなアドバイスや指示を行うが、そのような形でない方が紛争はよく解決するという。法

律家よりは心理学者のほうが紛争解決の潜在能力があるというのが米国での一般認識である。 
＜公的な非公式紛争処理機関＞ 

ＮＪＣは州や郡が住民サービスとして設置している公的な機関である。後述しているが、例

えば、ネバダ州では人口４０万人以上の郡にＮＪＣを設置するように州法で定めており、これ

に基づいて設置運営されている。公的機関ではあるが、訴訟外での紛争解決を目指し、機密保

持も徹底しているため、ＮＪＣはよく「公的な非公式紛争処理機関」と評される。このシステ

ムは、地域社会で信頼され、紛争処理に大変効果を上げ、利用者の満足度も極めて高い。 

 
3.2 日本における紛争処理とＡＤＲ 

＜民間による調停＞ 

 上述したように、米国におけるＮＪＣは州や郡が設置した公的な機関である。一部には、弁

護士事務所などが無料で調停サービスを提供している例も見られるが、ＮＪＣとして活動して

いる組織の殆どは公的機関である。公的機関であるということは、運営の費用、予算を州や郡

が負担しているということであり、それゆえ、ＮＪＣの活動についても州や郡への報告が義務

付けられている。米国式現代調停では公平さが最も重要であるが、公的な機関としてその公平

さが担保されるのである。 

 日本のＡＤＲ法では、紛争解決にはやはり米国式現代調停プロセスが導入されることになる

が、これはいわば調停を民間に開放することになる。政府が認定したＡＤＲ認定事業所であっ

ても民間に変わりはなく、基本的には営利目的で調停が実施されることになる。 

表-3.1 に日本と米国の比較を示したが、両者にはかなり大きな差が見られる。ＡＤＲ機関とし

てのチェックなどは日本の方が厳しいようにも見えるが、一部の識者には、このような「社会

の根幹である司法を個人の手にゆだねる制度」は、長い目で見ると大変に恐い制度であり、将 

 
表-3.1 調停機関の日米比較 

 

内容
ＡＤＲ認証機関

（日本）
NJC (Neighborhood Justice

 Center)　（米国）

属性 民間機関 公的機関

設置
ＡＤＲ法に基づき申請者を国が

認定
州法により郡に設置義務づけ、な

ど

設置目的 基本的に営利目的 地域サービス

弁護士の関与 必要 全く必要なし

その他
毎年の法務大臣への事業報告、
立ち入り検査、勧告、認証取り

消しなどのチェック機構。

毎年、または２年に一度、州への
事業報告（主に活動実績）、など

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 9 - 



 - 10 - 

来的に社会的な悪影響をもたらすと指摘するもののいる。十分に議論されて導入されたＡＤＲ

法であるから、それらのことは杞憂に過ぎないのかも知れないが、紛争大国である米国におい

ても紛争処理を民間に開放していない状況を見ると、行く末に幾ばくかの不安は残る。 

＜法テラス＞ 

 紛争処理関連の最近のもう一つの大きな動きとして「法テラス」の設立がある。しかし、こ

れは「司法をもっと身近なものに」というキャッチフレーズが示すように、紛争解決手段とし

て訴訟を慫慂する制度であると考えられる。米国に較べ、我が国では弁護士の数は必ずしも多

いとはいえず、地方では無弁護士地区（司法過疎地域）も散在し問題視されている。「法テラ

ス」は、基本的には住民サービスの制度ではあるが、一面では訴訟を増やして弁護士数の拡充

を図ろうという、弁護士業界のアンテナショップ的な側面を持つことは否定できないであろう。 

しかし、先に述べたように近隣トラブルなどの解決においては、法律的な手続きでは本質的

な解決にはならない。レビン小林の著書「ブルックリンの調停者」の中開きにリンカーンの言

葉が引用されている。「訴訟を奨励するのは褒められたことではない。できるなら和解するよ

う人々を説得すべきだ。裁判は例え勝っても、お金と時間の浪費になることを説明しなさい」。

まさに、紛争処理の本質を捉えた言葉である。更に言えば、｢訴訟は、勝っても負けても近隣

関係を破壊する｣ものである。ずっと隣同士として顔を合わせる相手の場合、訴訟は紛争の解

決方法にはならない。夫婦、兄弟などの場合には、「雨降って地固まる」ということもあるが、

近隣関係の場合には、そのようなことは決して期待できない。雨降って、泥沼が出現するだけ

なのである。 

＜近隣トラブル解決センターの基本条件＞ 

我が国においても、近隣紛争解決のためのシステムを考える場合には、以下の２つの点は担

保されるべきである。一つは、紛争解決の手段は「米国式現代調停」を基本とすること。もう

一つは、解決組織は「公的な機関」であること。この「米国式現代調停」と「公的機関」は、

近隣トラブル和解センター設立の大条件であるといえる。 

 

3.3 米国式現代調停による紛争処理 

 米国式現代調停の手法や実際については、巻末に示した参考文献などに詳述、網羅されてい

るので、そちらを参照頂ければ十分である。確認として、関連する要点だけを記せば次のよう

になる。 
＜win-win resolution＞ 

米国式現代調停の基本は同席調停であり、当事者同士が、何が起こったか、何が問題か、何

をして欲しいか、などを face to face で徹底的に話し合い、その中から相互に新しい状況認

識、すなわち「紛争の構造の再構築」を行うことである。調停者は、その場を提供し、 

話し合いがスムーズに進むように手助けをする。最終的な目標は win-win resolution であり、

図-3.1 に示すように、お互いが問題解決のために譲歩したり、我慢するといった fifty-fifty の

決着ではなく、双方がともに満足できる解決策を、自らの手で見つけ出すことである（本書で

は、日本語で「相互満足の円満な解決」としている）。自分自身で見つけ出した解答は他から

与えられたものより満足度が高く、また、自分で決めたことは守られやすくなるということが、 
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 図-3.1 調停の目標 
 

大きなメリットになる。 
 

＜日本での紛争解決＞ 

 日本には古来より“あうん”の呼吸と言うものがある。面と向かって口に出さなくても、自

ずと相手の考えが推察され、それに呼応して行動を起こす。それが、より高度なコミュニュケ

ーションの形と考えられてきた。しかし、近隣トラブルは元々コミュニケーションの欠如した

相手とのやり取りであり、そのような悠長な話にはならない。また、日本人は苦情を言う場合

でも匿名での訴えが殆どだと自治体の担当者は言う。このような日本に「米国式現代調停」の

プロセスが馴染むかという心配がよく聞かれる。しかし、現在の日本のコミュニティ関係は、

「３丁目の夕日」の映画に見られるような以前のよき社会のそれとは明らかに変わって来てい

る。近隣の関係は薄れ、近所づきあいなどという言葉が死語に近くなっている地域や建物もあ

る。コミュニティは確実に米国化していると考えなければならず、そのような中で発生してく

る様々なトラブルに対処するためには「米国式現代調停」は必然の方法であるといえる。日本

人の心象風景の中では「日本人的なもの」は大切にしなければならないが、現実の社会での対

応では、日本人的なものは捨て去らなければならない、そんな時代に来ている。 
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3.4 米国の司法センターの実例 

近隣トラブル解決センターの先進事例として、現地視察を行った２つの組織について紹介す

る。最初に示したネバダ州クラーク郡のＮＪＣは、本企画書で最も参考にしている事例である

ため、詳細に記述している。 
 

(１) Clark County Neighborhood Justice Center （ネバダ州・クラーク郡ＮＪＣ） 

ⅰ) 概要 

 ネバダ州クラーク郡（ラスベガス）にある Neighborhood Justice Center である。センター

の概要を表-3.1 に示した。 

 表-3.1 CCNJC の概要 
 

所在地 1600 Pinto Lane, Las Vegas, NV 89106

設立年 １９９１年

活動内容 調停サービス(無料、調停以外のADRはなし）

スタッフ数 フルタイム11名、ハーフタイム６名

登録ボランティア数 約１００名

年間予算 約１１０万ドル

和解率 2005年平均７６％（2006年6月は８９％）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真２ Supervisor Stromberg と筆者 写真１ Clark 郡 NJC の建物 
 

 ネバダ州では、州法により４０万人以上の郡にＮＪＣの設置を義務付けている。ネバダ州に

は１０の郡があるが、これに該当する郡は２つあり、人口１５０万人のラスベガスを要するク

ラーク郡も、この州法に基づきＮＪＣを設置している。 

 

ⅱ） 施設について 

＜立地場所＞ 

■ センターはラスベガスの郊外、中心街であるストリップから車で北へ１５分ぐらいの所に

あり、人通りもあまり見られない静かな場所である。他に訪れたＮＪＣもやはり同様の立地条

件であり、街中に作られることはあまりない様である。建物はＲＣ造３階建て、１階は待合と 
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手続きカウンターのあるスペース、２階は職員の事務スペースになっている。床面積は１階当

たり５００～６００ｍ２程度である。 

＜セキュリティ＞ 

■ 建物入り口には空港と同じ門型の金属探知機があり、係官が入館のセキュリティ・チェッ

クを行う。ここでは、武器などのチェックはもちろんのこと、録音機などの装置類も全てスク

リーニングされる。なお、調停の際は、当事者にはメモを取らないという合意書に最初にサイ

ンをもらう。 

 

ⅲ）センターの運営について 

＜運営費＞ 

■ 発足は１９９１年で、州裁判所への filing fee を郡にあてがい、郡が独自で調停をする

という州の法律ができたことによる。裁判所になるべく調停の手間をかけさせないということ

が目的で、地元の claiming office に事案がファイルされると、そこから fee をもらう。その

ため、募金や寄付を募らなくても運営できるという形になっている。 

■ センターの予算は郡が管理している。上記に示したように、運営費用すなわちセンターの

歳入は、郡が州から取ってきてそれで運営をまかなうという形になっているため、実績によっ

て予算が変わることになるが、ラスベガスの場合には人口がドンドン増え、それに従い裁判所

にファイルされる件数も増えており、センターの予算も増加してきているとのことである。 

＜予算とスタッフ＞ 

■ センターの年間予算は約１１０万ドル（約１億２５００万：人件費、施設維持費、その他

すべてを含んだ総額）であり、職員数はフルタイムのスタッフが１１名、ハーフタイムが６名

である。 

＜州への報告＞ 

■ これらの運営形態より、２年に 1度、州に対しての報告義務がある。どれぐらいの調停の

実績があったか、また、どのようなタイプの調停があったか、および和解に至った件数や割合

などを、統計として報告することになっている。 

 

ⅳ） 調停への出席について 

＜調停照会票＞ 

■ 苦情、トラブルの受け入れに関しては、警察官やアニマル・コントロールなどが４枚綴り

のカーボンコピーのカードを常時持っており、それを苦情当事者に書いてもらい、当事者がそ

の写しを調停事務所へ郵送するかＦＡＸするシステムになっている。当事者が連絡しない場合

には、警察から回ってきたカードによりセンターの方から連絡をする形になる。すなわち、当

事者２名、警察、センターのだれもがこのカードを共有する形となっている。（図-3.2 参照。

カードは、はがき半分ぐらいのサイズで、住所や氏名、内容などが記載できる簡単なものであ

る。）以前は、トラブルの当事者に警察からカードをわたし、それを調停事務所に提出するこ

とにより調停を始めるという方法をとっていたが、当事者がそのカードを破棄してしまうこと

が多く、うまくいかなかっため、現在のような形になった。 

 

 



 
２枚目：ＮＪＣ用 1 枚目：警察用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３枚目：当事者Ａ 用 ４枚目：当事者Ｂ 用 

 

 

＜英語とスペイン語でＮＪＣへの連絡を呼びかけている＞ 
当事者Ａ、Ｂ用（3、４枚目）の裏面 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

図－3.2 調停照会票 (Mediation referral)  

 

 

＜警察、係官の説得＞ 

■ 当事者の一方が話し合いに応じようとしないような場合、例えば犬の鳴き声の問題の場合

で、飼い主は話し合いを拒否するという事例がよく見られるが、このような場合には、アニマ

ル・コントロール・オフィースの係官から、裁判に掛からないよう話し合いに応じるよう説得

するということが行われ、調停に持ち込むことになる。警察の場合にも同様である。 

 

ⅴ） 調停の方法と内容について 
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＜実施内容＞ 

■ センターで実施しているのは、あくまで調停だけであり、仲裁（arbitration）やその他

のＡＤＲは行っていない。 

■ 手続きとしては、事例が発生すると、ケース・マネージャーが当事者双方と連絡をとり、

調停を行う意思があるかどうかを確認し、合意すると実際の日程を調整する。その後、センタ

ーのディレクターにあたる人が、適当な調停者を人選してセッションを開始するという流れに

なっている。 

＜調停者＞ 

■ 調停はチームで行われ、通常は 2人で組んで調停を行い（co-mediator）、お互いの意見を

フィードバックし相互にチェックする形となる。ただし、チームはいつも同じ人と組むのでは

なく、その都度、相手は変わる。なお、このセンターでは、トラブル当事者が調停者を選ぶと

いうシステムはない。 

■ 調停者には守秘義務があり、調停室での内容は他では一切公開してはならない。守秘義務

に違反した場合の罰則というのは特にないが、調停者の場合には、二度と調停をしないように

言い渡す、すなわち、調停者失格の烙印を押されることになる。 

＜セッション＞ 

■ 典型的な事例では、1つのセッションが約 2時間から 4時間かかる。 

■ アメリカでは同席調停が基本である。以前は、別々に話を聞く方法（個別調停）もやって

いたというが、それだと調停者の負担が大変になることもあり、今は両者が顔を合わせて話を

し、そこに調停者が立ち会うという方式が一般的になっている。ただし、文化的な違いなどが

あり、これは分けて調停を行った方が良いと思われる場合には、シャトルで調停を行う。 

■ 当事者が州外に住んでいる場合や身体障害者の場合などでは、電話による調停もやってい

る。その場合でも、相手方は必ずセンターへ来ないといけないことになっており、そこにスピ

ーカフォンをおいて、話し合いを行う形となる。 

■ 取り扱う内容では、基本的に刑事事件（criminal issue）は扱わないが、ごくたまに、少

年犯罪に関しては取り扱う場合もある。賠償問題（money issue）も扱うが、お金の問題では

なく、その紛争の元になっている深い部分の解決が本来の目的である。すなわち、当事者が和

解するということが最も重要な点である。 

■ 大事なことは、状況が改善されることが必要であることを、お互いに認識してもらうよう

にもってゆくこと。それによりお互いの考え方が変化してきて、合意に至る。 

＜調停費用＞ 

■ 調停のサービスは全くの無料で行われる。たとえ、当事者の収入が高くても、そのような

ことには全く関係なく無料で実施される。ただし、プライベートな組織に調停トレーニングの

サービスを提供する場合には費用を徴収する。 

＜弁護士の関与＞ 

■ このような司法センターの開設では、弁護士の関与が必要というようなことは、全くない

（日本のＡＤＲ法では必要）。日米の考え方の違いがあり、アメリカでは、このような調停の

仕事では、法律家が良い仕事をするとは考えられていない。既に述べたが、弁護士は、こうし

なさい、ああしなさい、というようなアドバイスや指示を行うが、そのような形でないほうが 
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紛争はよく解決するという考えを持っている。むしろ、心理学者のほうが、紛争解決の潜在的

能力はあるというのが一般的な認識である。 

＜調停の管理＞ 

■ 調停には、センターの正規職員が立ち会う。それが調停内容や進め方のチェックにもなる。

調停内容や和解内容に関する苦情が来た場合には、supervisor がその処理にあたる。ボランテ

ィア調停者は、調停のプロセスに係わるだけの仕事となる。 

また、1年に一度、まとめて調停に関する様々なチェックが行われる。 

＜和解率＞ 

■ 調停の和解率は、毎月集計を出すが、訪問時の直近の月は８９％、1 年の平均では７６％

であった。他の事務所では、扱っている内容が若干異なるが、同意率（agreement）はほぼ同

じぐらいである。 

■ ２５％ぐらいは和解に至らないという結果になっているが、状況が現状より更に悪化しな

いということには注意しているとのことである。難しいケースでは、調停に出された段階で、

片方が責められたような印象を持ってしまい、うまく話し合いが進まないということもある。 

 

ⅵ） 調停ボランティアについて 

＜無料奉仕＞ 

■ 調停者は全てボランティアが行っている。これは全くの無報酬であり、手数料なども全く

ない。このセンターでは、実際に働いている人（active volunteer）の数は１００名ぐらいで

あり、殆どが退職者やコミュニティ・サービスをしたいという人である。一部には、自分でプ

ライベート・ミデイエーターを有料でやっている人もいるが、その人も、このセンターで調停

をするときは、無報酬で働くことになる。 

＜採用チェック＞ 

■ ボランチィアの採用に関しては、特に学歴などのバックグラウンド・チェックは行わない

が、前科があるかないかはチェックする。これは、子供の問題を扱うことがあるので重要であ

る。判断基準としては、コミュニケーション能力があるかどうか、洞察力があるか、人の話を

聞く力があるかどうか、調停のために実際に時間をさけるかどうか、などをチェックする。ま

た、ラスベガスでは多様な人がいるので、公平性を確保するため、なるべく多様な人をボラン

ティアに募って採用している。 

＜トレーニング＞ 

■ トレーニングは、４０時間のトレーニングのほか、３時間の調停の見学（observation）

と４時間の実地訓練の４７時間が義務付けられており、これを通して、的確に調停を行えるよ

うに指導してゆく。トレーニングの段階で不合格になった人は殆どないが、ほんの少しはいる。

トレーニングは無料であり、無料で調停トレーニングを受けられることがボランティアとして

の一つのメリットとなる。 

■ 調停のトレーニングは、センターが作成した独自のプログラムに則って行っている。紛争

解決に関する博士号を持った人が作ったトレーニング・マニュアル（１００ページぐらい。受

け入れ方法や調停の方法などが書かれている）があり、これに基づいて実施している。 
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＜認定＞ 

■ 調停者の資格は、センターが認定する形となる。他の州では、州が正式に認定するという

所もあるが、ネバダ州では、そのようなことはない。 

＜義務＞ 

■ ボランティアとしては、1年の間に最低４回はセッションに出なければならない。また、1

年に８時間の自己研鑽のトレーニングを受けなければならないことになっている。 

 

ⅶ）その他 

＜パンフレット＞ 

■ センターや調停関係の各種のパンフレットや資料類が用意されている（パンフなどは英語

とスペイン語の両方がある）。例えば、調停についてどのように考えているかの調査票、刑務

所に入っている人と家族との特別なフォーラムプログラム、青少年を対象とした和解のプログ

ラム、職場とか近隣の紛争に関してチームを派遣する時のパンフ、学校の学生に対する調停の

プログラム(Peer mediation)、ボランティアのニュースレター、など様々なものがある。 

＜トラブルの事例 （騒音の例について質問）＞ 

■ 犬のケースはかなり多い。お互いに全く顔を電話番号も知らないということで、敵意が発

生してくるという状況が多いため、お互い話をしてもらい、歩み寄って解決を探ってもらう。

解決法としては、犬を家の中に入れるとか、鳴かないような首輪をするとか、あるいは犬を処

分するとかの方法を取った例がある。また、他の例では、鳴かれた方が犬と仲良くしてもらい、

犬がなつく形にして問題が解決したという事例もある。 

■ 今までの近隣紛争の成功例としては、例えば、近隣の犬の鳴き声に関するトラブルで、お

互いに意地悪なメモを残して険悪な関係になった例がある。犬の飼い主は一人暮らしの女性で

あるから犬を番犬として飼っていると主張し対立していたが、いろいろ話をし、片方が謝った

り、｢来週、バーベキュウがありますので、おいで下さい｣といった交流を通して、最終的には

電話番号を交換して円満に解決したという事例などがある。 

■ アパートの紛争の事例では、騒音問題、すなわち子供の騒ぎや大きな音で音楽をかけたり、

パーティの騒ぎなど、様々な問題がある。 

■ 近隣関係（neighbor to neighbor）での暴力事件の例は多く見られる。騒音に関する暴力

事件は思いつかない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2) Inland Valleys Justice Center （カリフォルニア州・ロサンジェルス郡のＪＣ） 

ⅰ) 概要 

  ロサンジェルス郡、およびサンベルナルディ郡の住民に調停サービスを提供しているセン

ターである。概要を表-3.2 に示した。 

表-3.2 IVJC の概要  

 
所在地 300S. Park Avenue, Suite 780, Pomona, CA 91766

設立年 -

活動内容
調停、仲裁、ﾐﾆﾄﾗｲｱﾙなど全てのADR
（料金は２５ﾄﾞﾙ/3hであるが、払えないとの自己申告あれば無料）

スタッフ数 ５名

登録ボランティア数 調停者１５名中１０名

年間予算
約６５万ドル
（州基金７０％、調停収入１５％、一般寄付１５％程度）

和解率 約６０％

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ） 施設について 
 

■ センターのある Pomona はロサンジェルスのダウンタ

ウンから東に 50km ぐらい行った所にあり、Justice Center
は、郊外の長閑な町並みの中に静かにたたずむ５階建てビ

ルの４階にあった。特に受付や守衛もいないが、センター

の扉は頑丈に出来ており、廊下のトイレは男女ともに施錠

されていて、使用するときは事務所で鍵を借りなければな

らない。その鍵も 10ｃｍはあろうかというほどの立派なも

ので、治安管理は厳密である。ビルの出入りが自由である

ため、これらは必須なのであろう。 
 写真３ Executive director, Meza 氏 

        と筆者 ⅲ）運営について 

＜運営費用＞ 

■ 州がセンターの運営費用の殆どを出しているが、これは、ADR で済めば裁判で争うより

社会的なコストが安く済むという考え方からである。運営の資金の内訳は、州の基金が 70％、

調停収入が 15％、一般の寄付が 15％ぐらいである。 
■ 州への報告は、毎月、実績報告と決算が報告され、それに基づいて費用が支払われる形と

なっている。先に予算が決まっているわけではない。また、１年に１回、監査が入る。 
 

ⅳ）調停について 

＜同席調停＞ 

■ 仲裁（arbitration）やミニトライアル（mini-trial）など、すべての ADR を行っている。

調停が最も多く、同席調停で実施している。必要な場合には、調停からそのまま仲裁に移るこ

ともあり、その時には調停者が仲裁者になることになる。すなわち、行使権を持つことになる。 
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■ 調停者は１人の場合も、２人の場合もあるが、例えば当事者が男と女の場合などでは、調

停者も男と女の２人になる。どちらかが不利になるという印象を与えないためであり、調停者

は公平であるということを明確にすることが最も重要である。 
■ ここでは、当事者に調停者を選ばせるシステムになっているが、調停者のリストには、調

停歴や年齢、専門の分野などを表示している。国籍や人種は表示していない。 
＜電話調停＞ 

■ 電話調停もある。遠くの不動産を扱うなど、当事者が離れている場合などである。最近で

は、人によっては Web 調停を行っている例もある。Web 上のフォーラムのような専用の書き

込み欄を設け、それを用いて、当事者が書き込みをしながら調停を行うと言うものである。 
＜資料の破棄＞ 

■ 調停の資料は、和解書など署名のある書類は保存するが、それ以外の調停でのメモやその

他の書類は、すべて破棄するのが基本である。 
＜調停費用＞ 

■ 調停は、３時間で 25 ドルなどの費用が基本であるが、当事者に聞いて支払う能力がない

（例えば収入がないなどの申し出）と言う場合は、無料で実施する。この時、特に収入証明な

どの証明は求めず、あくまで自己申告を信用して取り扱う。 
＜和解率＞ 

■ 和解率は、IVJC の場合に約 60％である。それらの７割弱は調停によるものである。 
＜機密保持＞ 

■ 秘密保持に関しては、調停者に同意書にサインをしてもらい遵守させる。違反した場合に

は、調停者の資格がはずされる。弁護士の場合には、資格剥奪の場合もある。しかし、一般の

場合、それによって実害がでた場合には損害賠償などの対象となるが、それ以外では特に罰則

と言うのはない。 
 

ⅴ）調停者およびトレーニング 

＜ボランティア数＞ 

■ 調停者は、IVJC の場合には、全部で 15 名であり、そのうち 10 名がボランティアであり、

退職者や法学部の学生である。 
■ ディレクターなどの場合には、調停者に報酬が支払われる。これは、調停者が専門的な学

位を持っているなど教育レベルが高い場合や弁護士の場合などである。 
＜トレーニング＞ 

■ ボランティアの調停トレーニングは、基礎トレーニングが 30 時間で、書類の書き方や相

手への接触の仕方などの講義が 20 時間、実際の調停訓練（ロールプレイなど）が 10 時間ぐら

いである。 
■ トレーニングで、調停者に不適と思えても決して拒否はせず、書類関係の仕事など、他の

仕事をボランティアとして手伝ってもらうなどする。 
■ 基礎トレーニングの他に、特定分野のトレーニングもあり、これは離婚問題、不動産問題、

子供が対象の場合、メンタル性が強い場合などの、各々の専門分野に関してトレーニングする。 
■ ボランティアは、６ヶ月に 60 時間以上働けることが条件となる。また、調停を見学して 
 



 - 20 - 

勉強することも必要となる。 
 
ⅵ）事例、その他 

■ 今までの調停の成功例としては、２人の医者が共同で仕事をしていたが、別れることにな

り、機材の所有やその他の費用を争った例があったが、結局、機材は他へ寄付することなどで

納得して解決した例などがある。 
■ 近隣紛争の例では、隣の木の枝が隣へ繁ってきて迷惑になるなどのトラブルがあったが、

伐採には費用がかかるといことで渋っていたが、迷惑している方に木を切らせる権利を与える

ということで和解した例がある。 
■ 失敗した例では、同じアパートの子供同士の争いが家族にまで広がり、それに、近所の人

が参加して大きな争いになった例がある。解決には、全員が参加して話し合うことが必要なの

で、参加するように言ったが、結局、近所の人がどうしても出席せず、調停が進まなかった例

などがある。 
 
 

3.5 その他先進諸国での紛争解決システム 

 米国以外の紛争処理システムを簡単に紹介する。米国以外では、イギリス、オーストラリア、

ニュージランドなどの英語圏で、ほぼ同様の組織が存在する。例えば、イギリスの Mediation 
UK は 1984 年に設立され（ただし、Web による調査）、200 以上存在する各地の Community 
mediation services を統括サポートしている。これも、1970 年代後半に米国で成立した NJC
のシステムが導入されたものであり、近隣トラブルなどを対象に米国式現代調停による解決シ

ステムを提供している。組織の性格も公的なもので、公的な資金や各種財団からの援助により

運営されている。 

オーストラリアにも、これと同様の組織がある。設置目的やシステムは殆ど同じであり、や

はり無料で調停や紛争解決のサービス提供を行っている。例えば、シドニーのＣＪＣ

(Community Justice Center)は 1980 年に設立されており、やはりアメリカで発生、定着した

システムが評価され、この地に導入されたものと考えられる。 
 その他の英語圏各国でもほぼ同様な状況であり、近隣トラブルに対する話し合いによる解決

機関が用意されている。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



第４章 近隣トラブル解決センターの概要 

 本企画書で提案する近隣トラブル解決センターの組織および運営に関する概要を以下に示

す。 
 
4.1 近隣紛争解決のための日本型スキーム 

(1) 苦情、トラブルの分類 

 近隣とのトラブルが発生し、被害感を持った場合には、通常、役所や警察、あるいは保健所

といった公的な機関へ苦情を訴える。苦情を受けた役所の職員たちは、事情の聴取や状況の確

認を行ったのち、必要であれば相手方に注意や指導を行うというのが一般的な対応である。し

かし、苦情の内容は様々であり、その内容に応じた適切な対処というものがあるはずである。

この分類を図-4.1 に示した。 
 まず、典型７公害に分類される公害苦情や廃棄物などの苦情に関しては、公害等の発生者に

対する行政的な指導や改善命令、改善勧告といった対応が有効な対処となる。法的にも、各種

の公害関係の規正法や公害防止条例に違反することが考えられ、直接的な被害者を生み出す可

能性もあるので、強制的な手法も含めて速やかに解決を計らなければならない。したがって、

これらの苦情処理には自治体が当たることが望ましいといえる。 
 また、苦情により指摘される内容が極めて悪質な場合や暴力的な要素を持つ場合には、行政

より警察による対処、すなわち警告や場合によっては検挙という処置を行うことも前提として、

警察によるトラブル処理を行った方がよい。このような事案に関しては、刑事事案に関する

様々な情報や特殊な経験が必要とされることも多いため、所轄の警察の対応が望ましい。 
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図-4.1 苦情、トラブル処理の分担スキーム 
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これらに属さない様々な苦情、トラブルが存在するが、地方自治体等へのヒアリングによれ

ば、その殆どは近隣関係によるものである。また、この件数が現在では最も多いということで

ある。このような近隣関係のトラブルを、本書で提案する近隣トラブル解決センターで扱おう

というものである。生活関連のトラブルや人間関係、ペットの苦情、コミュニティに関わる問

題や、近隣が対象となる一部の騒音、悪臭などの苦情・トラブルなど、地域住民や勤労者、学

生を対象としたトラブルの処理である。これらのトラブルは、既に２章や３章で述べたように、

基本的に当事者の話し合いで解決されるのが望ましいものであり、自治体の職員や警察が安易

に介在すると、逆に状況が拗れて悪化する可能性が高いものでもある。 
 

(2) 苦情の受付と照会票による連携 

 図-4.1 に示すように、苦情の受け皿となる自治体、警察、および解決センターは相互に連携

することが不可欠である。近隣トラブルの苦情が解決センターへ寄せられるとは限らず、警察

や市役所などに来る場合もあるであろう。このような折、特に重要なことは、事案を単に他所

へたらい回しにしないことである。何の状況の確認もなしに、他所へ連絡するように伝えるこ

とは、事案の埋没化を招くことになる。 
 ここで、用いられるのがセンター照会票（３章の米国事例で紹介済み）である。苦情を受け

た市役所や警察は、その事案が解決センター担当が適当と判断された場合には、苦情者の氏名、

住所、相手の氏名、住所、および苦情の内容などを聞き取り、それを照会票に記入する。当事

者には、解決センターの方から連絡がゆく旨を伝える。 
この照会票はカーボンコピーになっており、照会票の写しを解決センターへ転送する。照会

票を受け取った解決センターの担当者（ケースマネージャー）は、改めて当事者に連絡し、解

決のための話し合いのプロセスについて説明する。了解が得られた場合に、相手方にも連絡し

手続きを進めることになる。このように、事案の受け入れに関して、何処かに統一的な窓口を

設ける必要はなく、相互に情報が連絡共有できる体制があればよい。もちろん解決センターの

方に寄せられた事案は、センターの該当事案についてはそのまま担当し、自治体や警察の担当

が妥当と考えられる事案については、内容を聴取したのち、照会票を回して連絡することにな

る。これら照会票による連絡と対応結果は、年に１、２度程度全体を集約すれば、苦情に関す

る貴重な統計データとなる。 
 
(3) 公的機関としての解決センター 

 このように、解決センターで事案を受け入れ、解決プロセスに乗せるためには、自治体の担

当部署や警察、あるいは保健所などとの連携が不可欠であり、これがないと解決センターは十

分に機能しない。これらのことからも、解決センターは公的機関でなくてはならず、ADR 認

定機関や NPO などの民間機関では全く成り立たない。また、公的機関であり、自治体や警察

との連携が成立しているということが、トラブル当事者にセンターでの解決の期待を持たせる

ことにもなり、トラブル処理の入り口での対応として大変重要である。 
 自治体の担当部署や警察などとの連携を確保しつつ、トラブル苦情の内容に応じた対処の住

み分けにより、トラブル事案を有効に解決に結びつけることが可能となり、地域住民の満足度

を向上することができる。すなわち、近隣トラブル解決センターは、自治体が管理運営する公 
 



的機関であることが必要である。 
 

4.2 解決プロセスとセンターの組織 

(1) 組織、プロセスの全体構成 

 解決センターの全体構成と処理のプロセスを纏めたものを図-4.2 に示す。全体の流れを再確

認すると以下の通りである。 近隣トラブルが発生すると、苦情を受けた市職員や警察官は、

照会票により解決センターへ連絡を行う。その後、センターのケースマネージャが、当事者へ

の連絡、意思確認・説得、日時の調整などの入り口業務を行い、調停事案を管理する立場のス

ーパーバイザーが市民ボランティア調停員の中から適任者を選任し、同席調停による話し合い

が行われることになる。 
 調停プロセスの詳細等は後述するが、調停は市民ボランティアが担当する。センターのトレ

ーニング担当者により実施される所定のトレーニングを修了し、センターより調停員として認

定・登録されたものが調停員を勤める。スーパーバイザーも、事案処理の責任者として必要に

応じて調停に参加するが、あくまでオブザーバーの立場である。 
 

当事者Ｂ トラブル発生当事者Ａ

市職員　　　　警察官

（訴え）

（連絡：調停照会票）

ケースマネージャ

スーパーバイザー

（訴え）

事務管理者 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ担当
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図-4.2 近隣トラブル解決センターの構成と処理プロセス 
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 2.2 章の図-2.4（p-6）で示した現在の我が国のトラブル処理体制というものは、この図の上

部のほんの一部でしかなく、これらの比較においても現状の体制の不十分さが認識できるであ

ろう。 
 

(2) 解決センターのスタッフ 

 解決センターのスタッフは、上記のケースマネージャとスーパーバイザー、および事務管理

者が必要となる。ケースマネージャの人員数は事案の量によるが、設立当初は２～３名で十分

であり、これらが一つのユニットとなる。大きな組織の場合には、事案の内容、分野に応じて、

このユニットが複数存在し、それら全体を統括するディレクターが必要となる。その他に、調

停トレーニングを担当するトレーナーが必要となる。市民ボランティア調停員を募集し、初期

のトレーニングやスキルアップのための継続的なトレーニングを実施するためには、センター

専属のトレーナーが必要である。ディレクターやスーパーバイザーがその資格を有する場合に

は兼任することも構わない。以上の想定される組織の構成図を示すと図-4.3 の通りである。 
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図-4.3 近隣トラブル解決センターの組織図  

 

 

4.3 解決センターの施設 

（１） センターの施設と立地場所 （法科大学院との連携） 

解決センターはトラブルの解決というプライバシーに関係する面を持っているため、市役所

などの中ではなく別の離れた場所の方がよく、外国でもそのようになっている所が多い。日本

の場合には、米国のような車社会ではないため、比較的交通の便がよい場所が望ましい。施設

は新設でなくても勿論よく、これからは少子化で学校があまってくるので、それらを有効に活

用する形なども考えられる。 
一つの考えとして、法科大学院との連携が考えられる。法科大学院をもつ国立大学法人や公 
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立、私立大学などに解決センターとしての場所を提供してもらい設立する方法である。これに

より、自治体、地域の大学、コミュニティの連携がとれる形となり、大学内にあるということ

で解決センターの権威付けにもよい効果が期待できる。また、大学教育の一環として法科大学

院で調停トレーニングなどを実施できれば、大学の収入源にもなるし、センターの調停トレー

ニング部門もまかなえることになる。更には、若い人の意識の改革やこのようなボランティア

活動への参加を促すことにも繋がる。米国におけるボランティア調停員では、法科の学生が多

く参加している。 
施設を提供してくれた大学には、これを税金の寄付控除の対象とすることも考慮の一つにな

るであろう。また、法科大学院に対しては三振博士（大学卒業後、司法試験に３回落ち、受験

資格がなくなった人）の雇用対策にも繋がる可能性がある点などをアピールすることも有効と

考えられる。 
 

(2) 解決センターの諸室、設備 

施設としては、建物内の動線管理（トラブル当事者が交錯しない）の面からはある程度の大

きさが必要である。具体的な諸室の面積はセンターの規模により変化するため特定はできない

が、必要となる諸室としては概ね以下の通りである。特別な施設設備は必要ない。 
 

表-4.1 近隣トラブル解決センターの必要諸室 
 

室名 備考

1)　受付ホール 来客受付、エントランスホール用

2)　待合室 ２室以上（当事者別室）

3)　調停室 ８畳程度が３室以上（コーカス
＊

にも使用）
明るく、開放的な空間

4)　調停員室 ボランティア調停員待機、控え室

5)　会議室　 調停トレーニング、諸会議に利用

6)　事務室 スーパーバイザー、事務職員執務用

7)　管理者室 ディレクター執務、応接用

8)　その他附室 トイレ、湯沸し室など

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊同席調停中に行う、当事者との個別の話し合いのこと。  
 
4.4 解決センター設置に関する関連事項 

（１） 設置条例と調停努力義務 

自治体に解決センターを設置するには、設置条例の制定が必要になる。この設置条例におい

て、地域住民はトラブルの処理において話し合いで解決することに努力すること、という努力

条項を追加しておくことは重要である。これは、調停に参加したがらない人へ参加を促す根拠

として使える。すなわち、条文に「調停への参加に努めなければならない」などの一条文を加

えておけば、調停に参加せず裁判になった場合には、この条例に反する形となり裁判では不利

に働くため、強制力のような意味合いがついてくることになる。この点をてことして、調停へ

の参加を促すことができる。解決センター設置に関する条例の中の条文の形でよいが、調停の 
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話し合いによる紛争解決を促す独立した条例として制定することも意義がある。このような条

例、または条文で、地域コミュニティの問題を、地域住民自らの話し合いで解決するという社

会風土を醸成することは、自治体の施策的にも重要である。 
 現在の公害防止条例などにもこのような努力条項は多く見られ、例えば、同条例の｢静穏の

保持に努めなければならない｣などの項目は、強制力はないものの、行政による指導などに重

要な役割を果たしている。 
 
(2) 解決センターの関連業務 

 解決センターの職員であるスーパーバイザーやケースマネージャーは、いわば紛争処理の専

門家である。これらの人を利用して、地域社会でのトラブル、揉め事を話し合いで解決するた

めの社会教育、社会啓蒙に関する様々な企画を立案するためのセクションとしても活躍しても

らうことが望ましい。これらも業務の一環とする。 

 また、社会教育、社会啓蒙の重要な仕事の一つとして、調停トレーナーによる民間ＡＤＲ機

関への調停トレーニングの実施が挙げられる。現在、調停トレーナーの数は多くはなく、ＡＤ

Ｒ法の施行によるＡＤＲ機関は今後増加してくるであろうから、これは貴重な業務になる。も

ちろん、これは有料で実施する。 

更に、センター全体の仕事として、調停による紛争解決以前の市民相談の窓口的な業務の一

翼を担うことも必要であると思われる。この市民相談の件数は、一般に苦情件数の数十倍にも

及ぶものであり、このような形で様々な地域サービスの業務を兼務することにより、充実した

業務遂行機関となりうる。 
 このような市民相談や現代調停による紛争解決は、あくまで司法の前段での紛争処理である

ため、法テラスや、弁護士活動と競合するものではない。 
 
(3) 民生委員の活用、退職公務員の再雇用対策 

 現在、地域に根付いた実効的な活動をし、かつ社会的にも権威と評価を得ている民生委員に

は、調停ボランティアとして積極的に協力をお願いすることは重要であると考えられる。もち

ろん、調停ボランティアとしては専門的な調停のトレーニングを受けて修了してもらう必要は

あるが、民生委員が調停員としてセンターの仕事も受け持てれば、民生委員自体の実力も上が

るし、ひいては地域の実力も上がる。民生委員を調停員として積極的に活用する形を考えるべ

きである 
 また、センターの運営スタッフとして、退職公務員を活用する形にすれば、地域に根付いて

いるため、地域のネットワークも作りやすい。5 年程度の任期を設けて採用すれば、継続的な

退職公務員の再雇用対策の場ともなり、高齢社会の一つの対応策ともなる。 
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第５章 近隣トラブル解決センター設置の効果、効用 

 解決センターの設置には多くの効果、効用が期待できる。解決センターを利用する地域の

人々が享受する効果効用は、無料で近隣トラブルの解決サービスを受けられることであるが、

ここではそれ以外の効用、すなわち解決センター設置による社会全体への効用、波及効果、お

よび設置する自治体の業務負担の軽減効果や経済効果、その他の分野での効果について述べる。 

 

5.1 社会全体に対する効果、効用 

(1) 法廷事案減少による社会コストの削減 

 裁判事例の増加に悩む米国でＡＤＲが発展したように、訴訟以前に調停等でトラブルが解決

し、法廷事案が減少することは、社会的コストの大きな削減に繋がる。既に述べたが、米国で

は、ＮＪＣで受付された分の裁判所調停申請手数料を州が郡におろし、それによりＮＪＣの運

営がまかなわれている点からも、これが理解できる。このような社会コストの削減による経済

効果がどれくらいになるかは具体的に試算できないが、解決センターのシステムが米国のよう

に全国的に展開され有効に機能した場合には、極めて大きな金額になることは間違いない。 
 また外国では、裁判の初期段階に調停を強制的にいれる「強制調停プログラム」（Mandatory 
Mediation Program）を実施しているところもあり、このような点からも、調停による紛争解

決の社会的意義、効用が確認される。 
 
(2) 退職者等の社会活動の促進 

 高齢社会の到来により、退職者等の社会参加が重要な課題となっている。調停は、経験豊か

で自制の利く高齢者に適した活動プログラムであり、ボランティア調停員としての有意義な社

会活動は、高齢者に生きがいを与え、地域ボランティアが活躍する活力ある社会の実現に繋が

る。 
 特に、2007 年度問題にあるように、今後、団塊の世代の退職者が大量に発生するが、これ

らの人は、経験豊かな調停員としての資質を有する人々であり、この点では、現在は解決セン

ター設立の好期であるといえる。米国でも、調停ボランティアの多くは退職者が担っており、

我が国でも、退職者の社会貢献活動の公的受け皿として有用な存在となりうる。 
 調停は通常、１セッションに２から４時間程度もかかり、体力的、気力的に退職者には厳し

いとの意見もあるが、現在の我が国の退職者は米国に負けず劣らず元気であり、何も問題はな

いと言える。 
 
(3) 市民の行政依存意識からの脱却 

 この点は特に重要であるが、現在は、近隣トラブルが発生すると自治体や警察に訴えるとい

うのが一般的であり、その多くが匿名で対処を要求するという。このような行政依存型の意識

から脱却し、市民自らが自分たちのコミュニティの問題を解決すると言う、自立型社会の定着

に貢献する。 
 解決センターが提供する調停の場は、紛争の当事者同士、すなわち自分が徹底的に話し合っ

て解決を図るためのものであり、これまでのような単に行政に解決を依頼する形とは全く異な 
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るものである。行政依存型の意識から脱却し、市民自らが市民の問題を解決するというシステ

ムが社会的に定着することは、単にトラブル処理の問題ではなく、社会全体として自己解決意

識の基盤を構築することに繋がり、将来的に大きな社会的福音をもたらすことになる。 
 また、近隣トラブルに限らず、様々なことを自分たちの話し合いで解決できるという経験と

確信が得られれば、それは良好な地域コミュニティ形成の大きな原動力ともなる。コミュニテ

ィの消滅は、近隣の人間関係の希薄化が大きな原因であり、話し合いで解決するという土壌が

広く醸成できれば、地域コミュニティ復活の契機ともなりうる。 

 

 

5.2 自治体における効果、効用 

 解決センターを設置する自治体の効果、効用には大きく分けて２つ考えられる。一つは、住

民満足度の向上であり、もう一つは、設置による具体的な経済効果である。以下、この点につ

いて述べる。 

 

5.2.1 行政負担の軽減と住民満足度の向上 

すでに示したように、近隣トラブルは年々増加の一途をたどり、この対応にあたる市の職員

や警察などの負担も増大している。市民ボランティアの働きにより、近隣トラブルの解決が図

られれば、地方自治体職員、警察などのトラブル処理に関する業務負担が大きく改善され、本

来の行政サービスに注力できることになる。ボランティア調停員の活用により、職員数を増や

すことなく増加する多くのトラブル事例に対処することができるようになり、組織的にも弾力

性のあるものとなる。 
 また、トラブル処理に関する専門的なトレーニングを受けた調停員が解決にあたるため、自

治体職員や警察官より効率的で実効的な対処が可能となる。米国式現代調停のシステムにある

ように、トラブルの処理には技術が必要であるが、兼務で多くの仕事を抱える自治体職員や警

察官などには、そのような技術の収得に要する時間的な余裕がない場合が多い。民間ボランテ

ィアを活用し、トレーニングを行い、トラブルを処理するというシステムが構築できれば、将

来に向けての大きな行政改善、住民サービスの向上に繋がることになる。 
 

5.2.2 解決センター設置の経済効果試算 

 上記の行政負担軽減の具体例として、経済効果の試算を行った結果を以下に示す。近隣トラ

ブル解決センターの設置には、人件費や直接的な物件費以外にも様々な項目が関係するが、こ

こでは最も基本となる、ボランティア活用による人件費の面からの経済効果試算を試みた。 

 

(1) 経済試算の算出根拠について 
 地方自治体での近隣トラブル解決センター設置の経済効果を試算するための方法を、日本全

国の統計データー、および一部自治体でのヒアリング結果をベースに算出した。試算したい自

治体での一部の基礎データーを入力することにより、エクセルファイルを用いてたちどころに

試算結果が算出されるようになっている。この試算ソフトの蓋然性の担保に関しては、自治体

へのヒアリングが行われ、その結果と試算値の突合せによって概ね確認されている。 
 



 算出対象となる事案としては、自治体および警察に寄せられる苦情の一部、および自治体が

実施している法律相談が対象となる。 
＜警察に対する苦情の解決センター該当事案数＞ 

 まず、警察関係について試算する。警察に寄せられる苦情の９割以上は騒音苦情である。こ 
 

表-5.1 騒音の種類と分類（昭和 62 年警察白書より） 
 

種類

カ
ラ
オ
ケ
音

拡
声
器
音

機
械
設
備
音

建
設
作
業
音

楽
器
音
等

車
両
音

人
 
声

そ
の
他

全体比率
(%)

37.5 3.4 1.2 5.4 8.5 18.8 14.4 10.8

分類
比率(%)

自治体等担当
47.5％

解決センター担当
52.5％

 
 
 
 
 
 
 
 
の騒音苦情の内訳を示すと表-5.1 の通りとなる。（データーは少し古いが、傾向に大きな変化

はないと考えられる）。まず、これらの処理担当を考えてみる。 
 公害関係の騒音や拡声器音、業務に伴うカラオケ音などは行政が担当した方がよい騒音とい

える。それ以外は解決センターが担当できる事案と考えられ、苦情の 52.5％がそれに該当する。

この比率は、警察の苦情件数にそのまま適用できる数値であるとともに、以下の、自治体にお

ける公害苦情の分類にも用いることができる。 
＜地方自治体への公害苦情におけるセンター該当事案数＞ 

 全国ベースで、公害の苦情件数は 94321 件、その内、騒音は 15689 件(16.6%)、悪臭は 13984
件（14.8%）である。この騒音および悪臭の苦情に関して、上記の 52.5%が、センターが取り

扱える事案と考えると、 
            （0.166＋0.148）×0.525＝0.165 
すなわち、自治体が扱う公害苦情のうち、16.5％（全国ベースの件数で言えば 15560 件）がセ

ンター該当分と考えられる。なお、自治体が扱った公害苦情のうち、行政による改善勧告、改

善命令、行政指導、条例に基づく措置などがなされなかった件数は、29000 件（典型７公害総

数のうち 47.4%）に上る。いわば、この件数がセンターが扱える上限とも考えられるため、上

記の 16.5%と言うのは十分に妥当な数値であると考えられる。 
＜自治体に寄せられる公害以外の苦情件数＞ 

 公害関係の苦情とは、典型７公害のほかに廃棄物などの苦情を併せたものである。これらの

苦情以外にも、近隣関係のトラブルなどの様々な苦情が寄せられる。この件数は総務省の統計

によれば年間約 15,000 件に上る。これは、公害関係の苦情を 100 とすると 16%となる。これ

らもセンター該当数とカウントされる。（ただし、この数値は実際よりかなり少ない値ではな

いかと思われる。ある自治体へのヒアリングでは、公害苦情が年間 137 件（H18）に対し、近

隣関係の苦情は 140～150 件になるとのことで、公害苦情の数を上回っている。） 
＜人件数の算出について＞ 

 自治体の公害関連の苦情件数 94300 件を、全国でどれだけの人員で処理しているかというと、 
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専任の職員は 484 人、兼任が 11752 人である。兼任が圧倒的に多いが、このうち苦情処理に

関する割合を 2/3 程度（自治体意見参考）とすると、専任に換算して 7834 人となる。これに

専任数を合わせると、専任換算で全体で約 8320 人となり、専任１人当たりの処理件数は、公

害関係と近隣関係を合わせると 
（94300＋15000）件／8320 人＝13.1 件／人・年となる。 

本試算では、この数値を用いてセンター該当件数より人件数を算出する。 

＜法律相談について＞ 

 自治体が実施している法律相談もセンター該当事案に相当すると考えられる。弁護士が相談

に応じる現在の状態では、解決として訴訟が進められることが多いが、センターでは話し合い

による解決を進めることができる。算出基準は、人口 20 万人当たりで１箇所実施されている

とし、月２回の開催としている。これは、政令指定都市の区に相当する程度であり、謝礼は１

回（１日）に付き５万と算定している。 
＜人件費の算出について＞ 

 人件費の算出に関しては、苦情処理専任職員の年収を 500 万円として計算した。これは現況

試算の場合もセンター設立試算の場合も同じである。 
＜物件費の算出について＞ 

 物件費もかなり大きなウエイトを占めると考えられるが、先に示したような（4.3 章など）

施設確保の対応を考えれば、新しい組織設立においてもかなり物件費を低減できると考えられ

る。ただし、ここの状況により詳細は大きく変わるため、ここでは試算からは除外している。 
＜職務専念度について＞ 

 既に示したが、苦情処理の場合には兼任として業務を担当する割合が大変に多く 96％にの

ぼる。今回の試算では、専任換算としての経済試算効果について算出根拠を示したが、これに

含まれない重要な項目がある。それが職務専念度の改善である。苦情処理の業務を兼任で担当

している場合、苦情処理業務に要する時間以上に、他の業務に影響を及ぼすものであり、これ

らを除いて他の業務に専念できれば業務効率は格段に向上する。このような表立っては見えな

い部分も、センター設立の重要な経済効果であるといえる。 
 
(2)センターによる対応試算 

 解決センターの設立によって、どれくらいの処理対応が可能かを試算する。条件は、すでに

示した米国での Clark County Neighborhood Justice Center (CCNJC) のデータを用いる。こ

れによれば、関連項目は表-5.3 のようになる。このデーターを基に、ここでの試算では、ボラ

ンティアを活用することにより、年間 600 件の処理を職員 14 名で担当するとしている。すな 

 表-5.3 米国 NJC のデーター 
 

職員数 専任11名、ハーフタイム6名（専任換算14名）

登録ボランティア数 約100名

処理件数 約600件／年

年間予算 約1億2000万円

 

 

 

 

＊年間予算は、人件費、物件費、その他全てを含む。  
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わち、職員一人当たりの年間処理数は、約４３件／人・年である。 
解決センターによるコストは、現況苦情件数のうちのセンター該当事案合計件数を基に必要

職員数を算出し、これに年収を掛けて算出した。なお年収は、現況試算と同様に 500 万円とし

た。 

 

(3) 経済効果試算表と試算例 

 上記の試算項目を纏めたのが次頁の表であり、上段はデフォルト値として日本全国での統計

数値を入力した場合である。各市や県の試算に関しては、市または県の人口を入力すれば、全

国データーとの比例配分で一応の結果が算出される。試算する自治体の苦情統計データーが揃

っている場合には、該当欄に数値を入力すれば、以後の数値に自動的に修正反映される。 
 
 近隣トラブル解決センターが日本全国に必要数設置された場合（次頁上段表）の、全体での

経済試算効果（人件費）は、136 億円のコストダウンとなる。次頁下段の表は、一例として人

口 189 万の札幌市の経済効果試算を行った結果である。札幌市の公害苦情件数は 525 件（平成

16 年度）であり、この数字を入力すると、経済試算結果は人件費換算で 64％減（8340 万減）

となる。 
 市、または県の人口別に経済試算効果を纏めたものが表-5.3 である。これは、日本全国での

公害苦情件数をもとに、人口比例で苦情件数を算出して経済試算したものである。また、表-5.4
は、苦情件数別典型７公害の苦情件数をベースに経済試算結果を表したものである。何れも、

人件費だけの試算であり、解決センター設立には様々な経費がかかるため、このままの数字が

丸々見込めるわけではないが、大きな経済効果を期待できることは理解できるであろう。 
 

表-5.3 市または県の人口を基にした経済試算結果  
 

人口（万人）
現況試算
（円）

センター設置時試算
（円）

削減コスト
（円）

100 1億8470万 6980万 1億1490万

200 3億6940万 1億3960万 2億2980万

500 9億2350万 3億4900万 5億7450万

1000 18億4700万 6億9800万 11億4900万

 
 
 
 
 
 
 

表-5.４ 市または県の典型７公害の苦情件数を基にした経済試算結果  
典型７公害苦情件数

（件/年）
現況試算
（円）

センター設置時試算
（円）

削減コスト
（円）

100 2260万 880万 1380万

500 1億1300万 4400万 6900万

1000 2億2600万 88000万 1億3800万

5000 11億3000万 4億4000万 6億9000万
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5.3 その他の効果、効用 

(1) 関連民間企業の効果 

 マンションや住宅の場合、例え住民同士のトラブルであっても、苦情の矛先は分譲デベロッ

パーや不動産会社、管理運営会社などに寄せられることが多く、企業は面倒なトラブル処理に

対処を強いられる。調停センターが有効に機能すれば、関連民間企業においても、これらの販

売、管理に伴う業務から解放されることになり、企業側のメリットも大変に大きい。 
 このようなマンション等のトラブル処理業務からの解放というメリットを享受できること

を喧伝し、その分を企業より寄付として協力をしてもらい、運営費用の一部にあてることも考

えられる。米国では、訴訟にかからなかった分の filing fee をセンターに支払うという制度が

導入されているが、これを寄付という形で民間企業にお願いすることは妥当なことと考えられ

る。 
 
(2) 当事者の効果 

 最後に、改めてトラブル当事者にとっての効果効用を述べておく。トラブルが発生した時、 

裁判などでは、多額の弁護士費用や解決までの長期化が懸念される。解決センターの調停利用

により、当事者らは迅速かつ満足度の高い解決を無料で得ることができる。これは、自治体に

よる住民満足度の向上、住民サービスの拡大に他ならない。 
 また、近隣トラブルは、傷害事件や殺人事件などの重大な事件に繋がりやすい面を持ってい

る。トラブルの初期の段階において、米国式現代調停という交渉手段を用いることにより、当

事者双方の人生を破壊してしまう重大事件の発生を未然に防止し、解決に導くことができれば、

事案の比率的には小さくても、これは大変に大きな意義のあることである。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６章 解決センターによる業務と運営 

 解決センターの運営面に関して、幾つかの要点を述べる。我が国では初めての組織であり、

我が国特有の事情等も存在するため、主にそれらの懸念点についての対処案や具体的提案につ

いて示す。その他の細かな関連内容は、本章の最後に、運営に関するＱ＆Ａとして纏めた。 

 

6.1 調停トレーナーの確保と技術基準 

 解決センターの運営に関する大きな問題として、ボランティアに対して調停トレーニングを

実施する調停トレーナーの人材確保の問題がある。我が国においては、調停トレーニングを実

施できる機関、または実施の実績を纏めると表-6.1 の通りとなり（筆者調べ。漏れの可能性も

あり）、必ずしも多くはない。また、トレーニングの質が厳密に確保されているかどうかの基

準も明確ではない。 

 先の 3.3 章の米国での実例で示したネバダ州のクラーク郡ＮＪＣでは、紛争管理の博士号を

持った人が作成したトレーニング・マニュアル（１００頁程度）が準備されており、それに基

づいてトレーニングが行われている。また、3.5 章の mediation ＵＫの例では、各地のコミュ

ニティ調停機関に調停トレーナーを派遣しているが、そのトレーナーの登録基準は、調停員と

しての実務経験が２年以上、かつ調停トレーニングプログラムの実施経験が２年以上となって

いる。調停トレーニングの社会的な重要性を考えれば、これらの条件は当然であろうが、我が

国では、ＡＤＲ法が施行されたばかりであり、このような条件に合致する機関、人材は数少な

い。唯一該当すると考えられるのは、表-6.1 の最初に示されている九州大学の紛争管理センタ

ーであり、大学院で調停の技法と理論を十分に習得し、調停の実務経験をつめば、調停トレー

ナーとしても活躍できるであろう。大学院法学研究院のレビン小林教授にヒアリングした結果

では、現在、大学院生が５～６名在籍し、調停の理論から調停トレーニングの実践までを学ん

でおり、実際にもトレーニングの講座を担当したりしているとのことである。このような人材

が社会に輩出されてくれば、調停トレーニングを担うトレーナーの確保については十分に目途

がたつものと考えられる。 

 また、我が国でも調停トレーナーの資格基準（採用基準）は必要であり、これは専門家の意

見をもとに、今後検討を行う必要がある。 

 

 表-6.1 調停トレーニングの実施機関、または実績 

 

機関名 実績等、その他備考

九州大学大学院法学研究院
紛争管理研究センター

・大学院・レビン小林久子研究室において実施。

JMC
(Japan Mediation Center) ・講座開催、講師派遣など実施。詳細不明。ＪＭＣは民間機関。

法政大学
エクステンション・カレッジ

・以前、調停技法習得講座として実施。講師は稲葉一人氏。

日本司法書士連合会 ・以前、米国の調停トレーナを招いて調停者養成講座を実施。
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なお、調停トレーニングの具体的内容については、本書末の参考文献にあるように纏まった

書籍等が多く出ているので、そちらを参考にしてもらえれば十分である。 

 

6.2 ボランティアの募集と確保 

(1) 団塊世代の退職者の活用と募集の要点 

 解決センターの効果、効用の項でも述べたが、2007 年問題と言われるように、今後数年、大

量の退職者が発生する。現在は、これらの経験豊かで、自立意識の高い世代をボランティア調

停者として活用する好機であるといえる。 

 しかし、数年前にできた被害者支援センターなどでもボランティアの確保には苦慮している。

また裁判員制度でも、参加に消極的な意見が多いことを考えれば、“苦しい仕事に責任をもっ

て従事してくれる、誠意あるボランティア調停員の確保が難しい（阪大名誉教授・難波精一郎

先生（公害審査会調停歴９年））”ことは事実であると思われる。これを克服するためには、要

点を抑えた募集活動と十分な広報が必要である。 
 

(2) ボランティア調停員募集活動の要点 

ボランティア調停員確保のための広報の要点として以下のことが挙げられる。 

 

ⅰ）「社会の役に立つ」ことの広報 

 言うまでもないことであるが、解決センターの社会的意義と、調停員としての社会貢献の重

要性を広報することは最も大切である。これは、既に５章で述べた解決センター設置の効果、

効用をまとめて広報すればよいと考えられるので、ここでは省略する。 

 

ⅱ）「自分の役に立つ」ことの広報 

 ボランティアを集めるためには、社会のためになるという事だけではもちろんだめである。     

自己犠牲の精神を求めるだけでは成り立たない。ボランティア調停員を集めるためには、この

活動が社会のためだけではなく、自分のためにも役に立つことを広報することが必要であり、

この点は他のボランティアと異なり、調停員を募集する場合に特に重要である。 

 まず一つは、調停のトレーニングが無料で受けられるという点である。解決センターでは、

4.4 章で示したようにＡＤＲ機関に対する調停トレーニング講習も業務として実施するが、こ

ちらは有料である。ボランティア調停員を希望する者は、この講習が無料で受けられることは

大きなメリットであり、これは上手に宣伝すべき点である。 

 更に重要な点は、調停員としてのトレーニングは、単に調停員になるための講習と言うこと

ではなく、自分自身を成長させるための講習であること、自分の人間性を高めることになるこ

とを強くアピールするべきである。米国式現代調停のスキルは、そのまま、社会で生きてゆく

ための重要なスキルに繋がる。これを身に付けることができること、すなわち、調停というも

のを通して自分を成長させることができること、そのような大きな経験ができることを広報す

べきである。 

 

ⅲ）社会的に評価される制度とする 

 ボランティア調停員としての仕事は、言うまでもなく社会的に大変重要な仕事である。その 
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点を実感できるような制度が必要である。例えば、民生委員は知事や政令指定都市の市長が推

薦し、厚生労働大臣が委嘱する形となっている。これと同様に、解決センターの調停員はセン

ターが認定・推薦し、自治体の長が任命する形とする。自治体の各種審議会や委員会と同様に

名誉職的な形とし、これにより単なるボランティアとは異なる、調停員としての権威付けを行

うことは重要である。 

 また、ボランティア調停員を長年または一定期間（５年または 10 年程度）続け、社会的に

貢献の大きかった人を表彰する表彰制度等も必要である。 

 

(3) 女性ボランティアの募集における要点 

 我が国でボランティア調停員を募集する場合に、一番、難しいと考えられるのは女性ボラン

ティア調停員の確保である。調停の公平性を確保するためには、女性のボランティア調停員の

存在は不可欠であり、これが順調に進むかどうかは運営上も大変重要である。これに関しては、

先の３項目に併せ、以下に示す４番目の要点はとても重要であると考えられる。 

 

ⅳ) クラブ、サークル的な性格を持たせる 

 ボランティアが社会貢献に役立ち、かつ自分を成長させる意義のある活動だとしても、苦し

いだけでは継続は困難である。継続のための魅力が必要である。その策の一つとして、解決セ

ンターの調停員の集まりに、一種のサークル的な性格を持たせることが考えられる。これによ

り単なる登録制度ではなく、組織への帰属意識や仲間との交流が生まれ、ボランティアの募集

や継続に良い効果が得られるものと考えられる。 

サークル的な性格を持たせる方法の一つとして、広報誌の発行が考えられる。図-6.1 は、米

国の実例で示したネバダ州クラーク郡のＮＪＣが発行している、ボランティア調停員向けのニ

ュースレターの例である。内容は、誕生日のお祝いメッセージ、今月のスポットライト（個人

紹介）、調停員の近況（行方不明の＊＊さんの犬が戻ったなど）、意見交換、行事案内、ＮＪＣ

のニュース、本来の調停に関する情報などであり、カラー４頁の冊子になっており、毎月発行

されている。このような会誌の発行を、ケースマネージャが中心となって行い、ボランティア

調停員の有志にも参画してもらえば、調停案件がない時でも活動内容が生まれてくることにな

る。ボランティア意欲があっても、実際の案件、すなわち仕事がなければ去ってゆくことにも

なりかねないので、このような仕事も用意しておくことも必要である。 

 また、会員番号の付与、定期的な会合や調停員同士の催しなど、様々な形でクラブ、サーク

ル的な性格を持たせることにより、運営の大きな助けとなる。男性の場合でも同じであるが、

特に女性にはこのような要素は効果的であると思われる。また、センター内には調停員同志が

集まれる場などが用意されていることも望ましい。 

被害者支援センターやその他においてボランティアの確保に苦心している点や、最近の都会

での民生委員不足の背景の一つには、このような活動がないがしろにされていることも原因で

あると思われる。本業とはやや外れるが、このような地道な活動は不可欠である。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-6.1 ＣＣＮＪＣの調停員のためのニュースレター（1 頁目）

 

 

6.3 解決センターの運営に関する Q＆A 

 以上の他に、センターの設置、運営に関して考えられる点をＱ＆Ａの形で以下に纏めて示し

ておく。既に述べた内容も一部含まれるが、確認のために載せておいた。 

 

■ 近隣トラブル解決センターというようなもののニーズが本当にあるのか。 

 ２章のデータにもあるように、近隣のトラブルは急激に増加しているが（ここ５年で倍増。

外国でも同様）、日本には、このような身近なトラブルを処理するシステムは事実上存在して

いない。ＡＤＲ法の施行により認証機関が出来たとしても、それは有料の営利目的であるため、

近隣トラブルに関しては実際に利用されることは殆どないと考えられる。すなわち、ご近所に

迷惑をかけられているのに、それを自分がお金を払ってまで解決しようとは思わない。（相手

から賠償等をとれる訴訟は選択肢としてありうる。）したがって、従来どおり市役所や警察に

苦情をいうという無料の方法が取られるのみであり、苦情の増加を考慮すれば本解決センター

のような組織が今後必要となってくる。 
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■ 近隣トラブルの無料の解決センターなどができると、苦情を誘引して、逆に苦情件数が増え

るのではないか。 
 近隣トラブル解決センターの認知度が高まれば、上記のような面も現れてくる可能性は十分

に考えられる。しかし、近隣トラブルでは、初期の段階の対応が特に重要であることを考えれ

ば、紛争がエスカレートする前の些細な段階で話が持ち込まれることは、解決も容易になり、

むしろ好ましいことであるといえる。したがって、苦情を誘引するということではなく、今ま

で埋もれていた苦情（様々な弊害をもたらす）を処理できるということであり、決してマイナ

スの効果ではない。 
 
■ 運営の母体としてはどのような形がよいか。 
 これまで種々述べきたように、解決センターは自治体が運営する機関または外部機関でなけ

ればならない。具体的には、行政組織上の設置権限等により、県または１７政令指定都市を対

象として想定している。米国ネバダ州では、既に述べたように 4０万人以上の郡にＮＪＣの設

置を義務付けている。我が国では、米国ほどの訴訟社会ではないため、この 2 倍の 80 万人程

度一つの目安と考えて、センターの設置を考えればよいと思われる。政令指定都市が対象とい

うのは、この数値による。 
 
■ 新しい組織を公的につくることになると、自治体の財政負担が増えることになるが、本当に

社会的コストの削減に繋がるのか。 

 センターの運営スタッフは常任で整備することになるが、基本的に、それ以上の数のボラン

ティアを確保できて、活動が継続的に行えれば、トータルとして社会コストの削減は実現でき

るものと考えられ、これは 5.2.2 章の経済試算効果に示した通りである。 

 
■ 米国型の紛争解決システムをそのまま日本に導入してうまくゆくのか。何か日本型

としての形を模索する必要はないか。 
 訴訟数や弁護士数などの違いはあるが、基本的に米国と我が国での状況に大きな違いはない

ため、十分に成立すると考えられる。日本人には、アメリカ人のように面と向かって議論する

ような土壌がないため、調停が有効に機能するか疑問であるとの意見もあるが、これはあくま

で調停員のスキルの問題であり、十分にトレーニングを受けた有能な調停員が事にあたれば何

も問題はないといえる。 
 
■ 行政組織としての解決センターでは、市民の行政依存意識からの脱却という趣旨と反する

のではないか。また、コミュニティ復活の契機にもなるというのはどういう理由からか。 

 本センターが提供する調停の場は、紛争の当事者同士が徹底的に話し合って解決を図るため

のものであり、単に行政に解決を依頼する従来の形とは全く異なるものである。このようなシ

ステムの定着は、行政依存意識から脱却し、自分達自身で物事を解決しようとする基本的姿勢

のよい動機付けとなる。 

また、近隣トラブルに限らず、様々なことを自分たちの話し合いで解決できるという経験と

確信が得られれば、それは良好なコミュニティ形成の大きな原動力ともなる。近隣で話し合う 
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土壌が広く醸成できればコミュニティ復活の契機ともなりうる。 

 

■ 地域社会の構成員が調停員をするというのは、個人情報の保護などの面からは問題が多い

のではないか。 

 ここで扱うのは近隣紛争であるため、紛争当事者同士が同じ地域社会に属している。したが

って、その紛争内容に関して特別な情報の秘匿を求められることは比較的少ないと考えられる。

問題なのは、話し合いもなく一方的に偏った情報を流され、地域から孤立したり、誤解を受け

るような状況であり、調停の場があれば、このようなことも防ぐことができ紛争解決に繋がる。

したがって、調停員が地域社会の構成員であることによる特別な問題点は無いと考える。 
 なお、調停者が調停内容に関して秘密保持の責務を負う事は当然であり、就任時に守秘義務

に関する誓約書の提出を求めるなどの措置は必要と考えられる。 
 
■ 本調停システムが実現すると、司法事案に繋がる内容をボランティアが担うことにもなる。こ

れは弁護士にとっては脅威であり反対が予想される。どのように対処するのか。 

 基本的には、ＡＤＲ法の成立がなったということは、審議過程を通して各種ＡＤＲの重要性

が弁護士会にも十分認識されたことを示している。その意味では、本センターの計画がＡＤＲ

法施行後になることは、時期的には理解が得やすい好機であると思われる。また、あくまで解

決センターは、訴訟以前の段階での解決への取り組みであり、その設置主旨を明確化すれば十

分に理解は得られると考えられる。 
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第７章 解決センターの設立のための法的手続き 
 
 解決センター設立のためには、法的な整備が必要である。筆者はこの分野の専門家ではない

が、関連する内容について一応の整理を試みる。 
 
7.1 解決センターの法的位置づけ 

 近隣トラブル解決センターはＡＤＲ機関である。ＡＤＲ機関には、司法型、行政型、民間型

などの分類があり、2007 年４月に施行されたＡＤＲ法は、民間型を対象にした裁判外紛争解

決手続き、すなわち｢民間紛争解決手続き｣に関する認証制度である。一方、行政型のＡＤＲと

しては、公害審査会、建築工事紛争審査会、国民生活センター、消費生活センター（名称は地

方により異なる）などがあり、本企画書で提案する近隣トラブル解決センターも、この行政型

ＡＤＲ機関の一つと位置付けられる。すなわち、ＡＤＲ法の対象外であるといえる。 
 また、弁護士法第 72 条の非弁活動禁止条項との関係についても、本センターの提供サービ

スは無料であり何ら問題はない。プロセスに関しては現代調停という用語を用いているが、こ

れも訴訟上の調停ではなく、自治体などが実施している各種相談窓口や法律相談などと同様の

位置づけとなる。 
 
7.2 解決センター設置のための条例要旨 

 住民が利用するための公共的な施設（公の施設）を地方公共団体が設ける場合には、地方自

治法・第二百四十四条により、設置および管理に関する条項を条例で定めなければならない。

近隣トラブル解決センターは公の施設に該当するため、設置のための条例が必要となる。一般

的な公の施設の設置条例は、単なる施設の利用規定程度のものであるが、このようなものでは

なく、米国式現代調停による紛争解決の理念を具現した条例とすることが必要である。 
 具体的な条文は詳細が決定した後の事になり、文案等は自治体の方が専門であるが、ここで

は、条例の内容に関して必要と考えられる項目を、確認のため要旨として纏めておく（ここで

は仮に、政令指定都市における条例制定を想定したものとしている）。なお蛇足であるが、具

体的内容に関しては、法令関係専門家の精査が必要である。 
 
＜近隣トラブル解決センターによる近隣紛争の解決促進に関する条例＞（要旨） 
第１章 総則 

（目的） 
 ・この条例は、近隣住民間の紛争解決のための基本理念を定め、および解決のための推進機

関を設置し、もって住民が安全に安心して暮らすことができる社会の実現を図ることを目

的とする。 
（基本理念） 
 ・近隣紛争は、当事者の生活の質を阻害し、重大な事件にも繋がる深刻な問題であることを

十分に理解し、紛争当事者の相互の話し合いにより、相互満足の円満な解決が速やかに図

られるような社会制度が整備されなければならない。 
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（定義） 
・この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。 

一 調停 ： 米国式現代調停理論にもとづき、調停員同席のもと、紛争当事者が対面

して話し合い、相互満足の円満な解決を目指すプロセス。 
   二 近隣トラブル解決センター ： 調停により近隣紛争を解決するために自治体に設

置される公的機関。 
   三 ボランティア調停員 ： 紛争解決に関する所定のトレーニングを受けた市民の中

から選任され、近隣トラブル解決センターにおいて近隣紛争の調停にあたる者。 
   四 市民 ： 市内に住み、働き、または学ぶ人をいう。 
（市の責務） 
 ・市は、○○条の目的を達成するための施策を展開しなければならない。 
（財政上の措置） 
・市は、調停による近隣トラブルの解決を促進するための財政上の措置を講じるものとする。 

（市民の努力義務） 
・市民は、近隣紛争が発生した場合には、調停による話し合いにより、相互満足の円満な解

決が得られるように努めなければならない。 
第２章 近隣紛争解決センター 

（設置） 
・市は、近隣紛争を効率的に解決するための機関として近隣紛争解決センター（以下｢セン

ター｣という。）を設置する。 
（事業） 
・センターは以下の事業を行う。 

一 市民に対する、調停による紛争解決プロセスの無料提供 
二 調停による近隣紛争解決に関する理念の啓蒙および広報 
三 調停員の養成と登録 
四 センター登録の調停員間の親睦に関する事項 
五 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関し必要な事業 

（施設） 
・前条各号における事業を行うため、センターに次の施設を置く。 

   (1)調停室  (2)調停員室  (3)待合室  (4)事務室  (5)その他諸室 
（職員） 
 ・○○条各号に掲げる事業を行うため、センターに次の職員を置く。 
   (1)ディレクター (2)ケースマネージャー (3)調停トレーナー (4)事務担当者 
   【＊適当な呼称が見つからないので、取り敢えず上記の通りとした。】 
（報告） 
 ・センターは、○○条各号に掲げる事業に関する報告を、年に一度、市長に対し行わなけれ

ばならない。 
（関係機関との連携） 
 ・センターは、調停事案の受け入れ、および紛争事案の解決に関して、関係機関と連携を図 
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るものとする。 
第３章 ボランティア調停員 

（募集） 
・センターは、自発的に近隣紛争の調停にあたるボランティア調停員候補者を広く市民から

募集する。 
（トレーニング） 
 ・ボランティア調停員候補者となるためには、センターが実施する所定のトレーニング講習

を修了しなければならない。 
 ・トレーニング講習は、センターが認めた調停トレーナーが行う。 
 ・トレーニング講習の修了認定は、トレーナーと合議の上、センターのディレクターが行う。 
（登録） 
 ・センターは、トレーニング講習の終了認定を受けた者のうち、希望する者を、ボランティ

ア調停員候補者として名簿に登録する。ボランティア調停員候補者の名簿登録期間は、原

則、4 年間とする。 
（登録更新） 
 ・名簿登録期間内にボランティア調停員として８件以上の事案を担当した者は、名簿登録期

間を４年間延長することができる。 
 ・ボランティア調停員として担当した事案が８件に満たない者は、名簿登録の最終年度に再

度講習を受けることにより、登録期間を４年間延長することができる。 
（調停員の選任） 
 ・市民から近隣紛争解決の申し出があった場合、市長は、ボランティア調停員候補者名簿よ

り原則、２名を選任し、近隣紛争事案解決のための調停業務を委嘱することができる。 
 ・ただし、次にあげる者はボランティア調停員になることはできない。 
   一 紛争当事者が民法上の親族にある者 
   二 紛争当事者と雇用関係にある者 
   三 市職員（非常勤職員は除く） 
   四 国家公務員法第二条の特別職の職にある者 
   五 地方公務員法第三条の特別職の職にある者 
（調停員の任期） 
 ・ボランティア調停員の任期は、原則、当該事案が解決等で終了するまでとする。 
（調停員の変更） 
 ・市長は、ボランティア調停員に事故があった場合、新たに調停員を選任することができる。 
 ・市長は、紛争解決を促すため、現在のボランティア調停員を解任し、新たなボランティア

調停員を選任することができる。 
（守秘義務） 
 ・ボランティア調停員候補者、及びボランティア調停員は、職務上知ることができた秘密を

漏らしてはならない。ボランティア調停員名簿から登録が抹消された後も、同様とする。 
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（地位） 
 ・ボランティア調停員候補者、及びボランティア調停員は、無給の非常勤職員とみなす。 
（表彰） 
・市長は、ボランティア調停員として顕著な功績があったものを表彰することができる。 

第４章 雑則 

 ・この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 
 
以上が、主な内容である。 
 
（注：これらの他にも、センターでの文書保管規定、市長や議会への報告義務、個人情報保護

条例や情報公開条例などとの関連性の確認等の検討も必要と考えられる。） 
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おわりに 
 
 近隣騒音トラブルの解決策の模索から始まり、結論として、米国にあるような近隣紛争解決

のための社会システムの必要性を痛感するに至った。米国の現地機関の視察を通して、その必

要性は確信に変わっている。何とか我が国にも同様のシステムを構築できないものかと、まず、

近隣トラブル解決センター設立に関する各分野の識者の方々の意見聴取を行ってきた。十分な

範囲を網羅したとは言えないものの概ね肯定的な意見が多く、これまでの方向の妥当性が確認

されたことから、具体的な設立企画書の作成を行った。専門とは言えぬ分野の内容が多く、稚

拙な部分も多く見られるとは思うが、孤軍奮闘の熱意が自治体関係者に伝わり、近隣トラブル

解決センター設立の検討に繋がればと期待している。 
 近隣紛争解決センターの設立は、単なる行政施設や住民サービスの問題だけではなく、その

波及効果として多くの社会状況の改善に繋がる事案である。すなわち、崩壊しつつある地域コ

ミュニティの再生問題、これからの我が国の中枢となる高齢者の社会活動やボランティア活動

の促進の問題、あるいは市民の行政依存意識からの脱却の問題などとも絡む、現代日本の重要

課題である。近隣トラブル解決センターが各地に設立され、これらの重要課題解決のための大

きな起爆剤となることを強く願うものである。 
 
 
 最後に、この企画および活動に関して貴重なご意見を頂いた以下の識者の方々に心より謝意

を申し上げる。 
 
・Leah E. Stromberg (Supervisor, Clark County Neighborhood Justice Center, NV, 

U.S.A.) 
・Fernando L. Meza (Executive director, Inland Valleys Justice Center, CA, U.S.A.) 
・難波精一郎先生（大阪大学名誉教授、環境心理学、元公害審査会調停員） 
・安岡正人先生（東京理科大学教授、東京大学名誉教授、環境工学、最高裁判所建築関係司

法委員会委員、建築学会司法支援委員） 
・河村和徳先生（東北大学情報科学研究科准教授、地方自治論） 
・レビン小林久子先生（九州大学大学院法学研究院教授、紛争論、元米国調停員） 
・田村明弘先生（横浜国立大学大学院工学研究院教授、建築環境工学・応用心理学） 

 
その他、ご意見等を頂いた、地方自治体の方々に謝意を表します。 
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